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概 要

所得税確定申告書システムは、本年の確定申告書について必要なデータを画面上で入力し、

白紙Ａ４用紙にプリントするものです。

● 作成できる申告書
確定申告書様式(第１表・第２表)
確定分離課税様式(第３表)
損失申告用(第４表(１)・第４表(２))
損益通算の計算書
準確定用確定申告の付表
各計算書

所得の内訳書
医療費の明細書
セルフメディケーション税制の明細書
住宅借入金等特別控除額の計算明細書(１面・２面・付表)
株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用付表(１面・２面)
譲渡所得の内訳書(土地・建物用)(１面～４面) ※５面は対応しておりません。
政党等寄附金特別控除額の計算明細書
認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書
公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書
譲渡所得の内訳書(総合譲渡)(表面・裏面)
先物取引に係る雑所得等の計算明細書(全３頁) ﾜｰﾌﾟﾛ版です。計算転記
申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) はありません。

※確定申告書(第１表・第２表）は個人決算書データの取り込みが可能です。

※上記以外の付属用紙などには対応していません。

● プリント用紙
白紙Ａ４コピー用紙へ打ち出します。
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操作の流れ

● 呼び出し方

１）Ｆ９ 申告・個人・分析を選択します。

Page Down を１回押し、PAGE2を呼び出します。

２）所得税確定申告書のプログラムを選択します。

［３３０］ Enter を押します。

※昨年度からのデータを繰り越して使用する場合は

[97]ＧＰ年度更新の『21.確定申告(H19年)以後』

を実行してから作業してください。

● 入力方法

１ 「ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞ」を入力します。）

※ユーザコードを入力すると、登録している

ユーザ名と年度を表示します。

新規登録の場合は「年度」及び「個人名」を

入力します。

２ 「１」入力・訂正を選択します。）

３）左図の画面を表示します。

４）[10:基本情報登録］にて、住所等の基本登録の

確認を行います。

基本情報を追加・訂正する場合は GP申告(F8)を

押し、GP申告情報登録画面を開いて『追加・訂正』

を行ってください。
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５ ［10:基本情報登録］で個人の情報を登録すると）

共に、家族情報を登録します。

平成28年版確定申告書より、本人の場合は氏名・自宅住所・生年月日を基に個人番号を

タテムラマイナンバーより印刷します。

配偶者・扶養親族・専従者においても氏名・住所・生年月日が一致しているものより

個人番号を印刷します。

基本情報を追加・訂正す
る場合は GP申告 (F8)を
押してください。
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６）各様式の入力をするには、[11]所得税確定申告

書を選択します。(P.2－3)の画面参照)

７）入力は各様式の第１表で行い、第２表で確認と

編集を行います。

８）各表のイメージで画面表示します。
各項目ごと入力、計算枠(ｻﾌﾞﾐｯﾄ)を開き入力を
行います。

９）入力画面から、第１表・第２表のﾌﾟﾚﾋﾞｭｰで確認

ができます。

22第2表
画面

23第2表
画面

21第１表
入力画面
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● プリント方法

※出力を行います。

１)「２」プリントを選択します。

２) 左図の画面より出力用紙を選択します。

３）特定の表を選択する必要に応じて左図の

印刷項目設定を表示しますので、必要な

項目にチェックを入れてください。

４）5:終了(F5)を押し、印刷設定画面を終了

します。

５） Enter を押すと印刷が始まります。
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印刷がずれている場合は、最初から作業し を選択し、１．再調整して印刷を選択して１表のみ

してください。 下図のオフセット調整画面を表示します。

６) 再調整して印刷を実行し、印字位置を調整

します。

㎜上にずらす場合 － ○○

㎜下にずらす場合 ＋ ○○

㎜左にずらす場合 － ○○

㎜右にずらす場合 ＋ ○○

※ この作業はﾌﾟﾘﾝﾀごとに指定します。

オフセット補正入力とは ･･･

プリンタによって出力する際、印字がズレる場合に印字位置を調整するプログラムです。

詳しくは(P.75)オフセット補正プログラムの操作をご覧ください。
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（各キーの機能説明）入力・訂正機能

各キーには以下の機能があります。

【項目を移動するキー】

Ｅｎｔｅｒ 次項目に進みます。

次項目に進みます。→

ＴＡＢ １項目前に戻ります。←

１行下に進みます。↓

１行上に戻ります。↑

【訂正時に使うキー】

１文字ずつカーソルが移動します。← →

Delete カーソルの文字を１文字ずつ消します。

Back Space カーソルの１文字前の文字を消します。

ＥＮＤ カーソルの文字以降を全部消します。

抹 消 （Ｆ４） １項目に入力されたものを全部消します。

Shift ＋ → 後 → ← 訂正したい文字のある項目にカーソルを止め
項目内でカーソルが移動できます。

【画面を切り替える時に使用するキー】

Home 画面サイズを変更します。

Page Down Ctrl ＋ ↓ 画面を下へ移動(スクロール)します。

Page Up Ctrl ＋ ↑ 画面の上へ移動(スクロール)します。

Ctrl ＋ Page Down
Ctrl ＋ → 画面を右へ移動(スクロール)します。

Ctrl ＋ Page Up
Ctrl ＋ ← 画面を左へ移動(スクロール)します。

Page Down 複数頁入力できる表の場合、次頁へページめくりします。

Page Up 複数頁入力できる表の場合、前頁へページめくりします。

【計算するキー】

演 算 （Ｆ７） 入力した金額を集計し、計算結果を表示します。
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【行編集するキー】

行 編 集 （Ｆ６） ブロックごとデータの入替などを行います。
操作したいブロック内にカーソルを移動し、 行編集
Ｆ６ をファンクションキーまたはマウス左クリツク（ ）
で選択します。

行 抹 消 （Ｆ２） １ブロック内のデータ削除

行 挿 入 （Ｆ３） １ブロック内のデータ挿入

行 入 替 （Ｆ４） ブロック内データの入替

終 ･ H O M E （Ｆ５） 行編集の終了
（行編集中にはカーソルの移動ができないため）

コ ピ ー （Ｆ６） ブロック内行データを任意の行へコピー

【登録や終了時に使うキー】

全 終 了 （Ｆ５） 入力したものを登録します。
登録が終了すると最初の画面に戻ります。

Ｈ Ｏ Ｍ Ｅ 又は データを書き込まずに終了します。
Shift ＋ 終･HOME (Ｆ５) ※プリント時には無効です。

【記憶に使うキー】

Insert 入力してある項目を記憶し、他の項目欄にコピーします。

＜操作方法＞

××銀行 1）コピー元の項目にカーソルを移動し Insert を
△△銀行 押します （記憶します）。
■

2）コピー先の項目（空欄）にカーソルを移動し
ここへコピーする方法 Insertを押しますと、コピー元の項目の内容が

コピー先の項目へ表示します。

【住所入力の便利な機能】

７桁郵便番号変換ができます （全プログラム共通）。

例）東京都千代田区神田松永町と入力する場合：郵便番号は 「101-0023」となります。、

１．101-0023 と入力し、スペース を１～２回押します。
画面左下の表示が
101-0023 → 東京都千代田区神田松永町 → 千代田区神田松永町

の順で変換します。

２．上記のように変換していきますので Enter を押して決定します。
残りの住所は手入力となります。

※ Windowsの漢字変換の設定により変換できる場合とできない場合があります。
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入力画面の説明

※グリーンの はウィンドウを開くボタンになっています。(以下『サブミット』と表記)

マウスの矢印を合わせて左クリックを１回押すと、各項目に応じた選択画面が開きます。

（サブミットにカーソルが止まった際にスペースを押して画面を開くこともできます ）。

※ピンクの はチェックボックスとなっています。□

該当する場合はマウスを合わせて左クリックを１回押すと チェックマークが付きます。ν

（ 枠にカーソルが止まった際にスペースを押しても ）□ νが付きます。

クリックすると項目内容に合わせた

ウィンドウを開きます。

マウスでクリックするとチェックマーク

が付きます。

投資税額等
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※グリーンの はラジオボタンとなっています。○
該当する項目にマウスを合わせて左クリックを１回押すとその項目に

・(黒丸)が付きます。選択の解除は 抹消 （Ｆ４）キーにて行います。

（ラジオボタンにカーソルが止まった際にスペースを押しても が付きます ）。

＊初期設定が入っている項目は消すことはできません。どちらか一方に丸印を付けます。

※水色の は選択リストを開くボタンになっています。『セレクトボタン』

マウスを合わせて左クリックを１回押すと上図のようにリストを表示します。

該当項目をマウスクリックするか↓↑(矢印キー)で移動し、Enter を押すと選択できます。

(セレクトボタンを表示しない場合はゆっくりマウスを１回左クリックしてください。）

※グレー枠 は自動計算枠です （手入力はできません ）。 。

※オレンジ枠 は自動計算枠ですが手入力もできる枠となっています。

手入力後は黄色枠 に変わります （手入力データ優先）。

手入力データを消す場合は、 抹消 （Ｆ４）又は ＥＮＤ を押します （自動計算結果。

を表示し、オレンジ枠 に戻ります ）。

グレー枠は自動計算です。（手入力はできません。）

オレンジ枠は手入力もできる枠です。手入力し
た場合は黄色の枠に変わります。
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※画面は、標準表示で表示しますが、拡大表示 縮小表示 の３段階の大きさに切り替える

ことができます。マウスでクリックしてください。

キーボードの Home でも操作可能です。

※プレビュー 又は ○○ﾌﾟﾚﾋﾞｭｰ は印刷イメージを画面で表示する為のボタンです。

印刷イメージを見る表にマウスを合わせ左クリックを１回押してください。

画面にプレビューを表示します。

pp

※上図のように印刷イメージを表示します。

画面左上にある拡大・縮小を押すことにより３段階に画面が切り変わります。

※印刷 又 ○○印刷 は指定ボタンの表を白紙印刷します。印刷にマウスを合わせて

左クリックを１回押すと『印刷中』と表示して印刷が始まります。

マウスで左クリックすると印刷イメージ
を表示します。
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マウス機能

【 よく使用する文字の登録 】

例 「○○事務所」と登録します。）

1.項目に登録したい文字を入力します。

例）税理士名の項目に税理士名を入力

2.登録する文字を表示したらマウスボタ

ンの右をクリックします。

3.マウスメニューより「選択リストへ

登録」を選択します。

4.再度、マウスボタンの右をクリック

した際にマウスメニューに「登録した

文字」を表示したら登録完了です。

※尚、登録した文字は登録順に保存

していきます。

※登録データを削除するには

マウスの右ボタンをクリックし 「選択リストから削除」にマウスを合わせると登録してある、

文字を表示しますので削除する項目をクリックしてください。

【 [コピー］[貼り付け] 】

任意の語句を一時的に記憶し、別の項目へコピーすることができます。

（語句の記憶は同一表内に限ります ）。

1.コピーしたい語句の上で、マウス右ボタンをクリックし、[コピー]を選択します。

、 、 。2.コピーしたい項目に移動し マウスの右ボタンをクリックし [貼り付け]を選択します

選択リスﾄへ登録
を選択

コピーを選択

コピーする項目に
カーソルを移動

貼り付けを選択
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確定申告書の作業の流れ

全様式共通 ［10］基本情報登録
※申告者の氏名・住所・納税者番号はＧＰ申告情報登録より転記します。

(GP申告(F8)ｷｰを押すことにより、GP申告情報登録の訂正・追加ができます。)

様式の選択や確定申告書特有の内容はここで行います。

又、家族情報にて扶養親族等の内容を登録していきます。

印刷設定等もここで行います。

全様式共通 ［11］各計算書類の作成
・所得の内訳書

・医療費の明細書

・セルフメディケーション税制の明細書

・住宅取得借入金控除計算書・連帯債務年末残高計算書

・株式譲渡計算明細書・上場株式損失繰越用付表・譲渡所得の内訳書(土地・建物)

・政党等・認定NPO法人等・公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書

・譲渡所得の内訳書(総合譲渡)・先物取引に係る雑所得等の計算明細書

・申告書付表(先物に係る繰越損失用) などの必要な計算書類を作成します。

基本様式

＜入力＞21確定申告：第１表 にて各所得・控除金額を入力します。

＜入力＞24確定申告：第２表 住民税・事業税に関する事項を入力します。

＜確認＞22確定申告：第２表 所得の内訳等・事業専従者、所得に関する事項を確認

＜確認＞23確定申告：第２表 所得控除を確認

＜確認＞26損益の通算の計算書：損益通算の計算書を確認

分 離

＜入力＞21確定申告 ：第１表 にて各所得・控除金額を入力します。

＜入力＞24確定申告 ：第２表 住民税・事業税に関する事項を入力します。

＜入力＞31確定申告分離：第３表：第３表にて各所得・控除金額を入力します。

＜確認＞22確定申告 ：第２表 所得の内訳等・事業専従者、所得に関する事項を確認

＜確認＞23確定申告 ：第２表 所得控除を確認

＜確認＞26損益の通算の計算書：損益通算の計算書を確認
※必要に応じて損失申告書の作成ができます。

損 失

＜入力＞21確定申告 ：第１表 にて各所得・控除金額を入力します。

＜入力＞24確定申告 ：第２表 住民税・事業税に関する事項を入力します。

＜入力＞41確定申告損失：第４表(１)：第４表(１)にて損失金額を入力します。

＜入力＞42確定申告損失：第４表(２)：第４表(２)にて繰越損失金額等を入力します。

＜確認＞22確定申告 ：第２表 所得の内訳等・事業専従者、所得に関する事項を確認

＜確認＞23確定申告 ：第２表 所得控除を確認

※申告区分が準確定・準確修正の場合に[61]準確定申告書の付表の作成が可能
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10 基本情報登録

確定申告書に必要な個人情報登録を行います。

[1100]ＧＰ申告情報登録から転記してきます。訂正がある場合は、8:GP申告 (F8)を押し、

GP基本情報登録から訂正してください。

基本情報は各様式共通で使用します。 家族情報、印刷設定もここで行います。

※相続人登録については準確定の説明(P.68～71)を参照。

個人番号の印刷は本人の氏名・自宅住所・生年月日を基にタテムラマイナンバーシステム

より印刷します。

自宅を選択した場合は自宅のみ印刷、
自宅以外を選択した場合は上段に事務所等
下段に自宅を印刷します。

年度は申告者の氏名が入ると自動的に表示

ＧＰ申告情報登録より転記してきます。
カーソルが止まらない項目は、8:GP申告(Ｆ８）にて訂正してください。

氏名が入ると各項目の初期値を表示

家族情報を入力するにはここをクリック

印刷情報を設定するにはここをクリック
※印刷時にも指定可能です。

電子申告する人は必ず入力してく
ださい。

電子申告する人は必ず入力して
ください。
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10:基本情報登録･･･機能説明

項 目 文字・桁数 機能説明

ユーザコード 6桁 自動表示

(空の時はGP申告情報登録より転記)年度 2桁 申告年度を入力します。

(空の時はGP申告情報登録より転記)提出年月日 各2桁 提出年月日を入力します。★

所轄税務署 全角5文字 GP申告情報登録より転記

氏名 全角20文字 GP申告情報登録より転記★

フリガナ 半角14 文字 GP申告情報登録より転記★

郵便番号 3桁－4桁 GP申告情報登録より転記 ※電子申告必須

電話番号 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。★

6桁-4桁-4桁 市外局番から入力します。

住所(自宅) ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ

(事務所) 各全角20文字 GP申告情報登録より転記

1月1日住所の 3桁－4桁 チェックを付けると郵便番号よりコピー ※電子申告必須

郵便番号

令和 年1月1日 各全角18文字 「令和 年」の空白に申告年度を入力します。

住所 申告年度の1月1日現在の住所を入力します。

性別 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ GP申告情報登録より転記

生年月日 ｻﾌﾞﾐｯﾄ 各2桁 GP申告情報登録より転記

世帯主氏名 全角11文字 GP申告情報登録より転記

世帯主との続柄 全角3文字 GP申告情報登録より転記

職業 各全角9文字 GP申告情報登録より転記

屋号・雅号 各全角9文字 GP申告情報登録より転記

ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ

申告区分 全角3文字 該当項目を選択します。

青色区分 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ GP申告情報登録より転記

申告の種類 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。

振替継続希望 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 継続して振替希望の場合はチェックを入力します。

国外転出課税 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合にチェックを付けます 。。

特別農業所得者 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。

納税番号 8桁 GP申告情報登録より転記

金融機関名 全角7文字 GP申告情報登録より転記

支店名 全角7文字 GP申告情報登録より転記

預金別種別 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ GP申告情報登録より転記

口座番号 10桁 GP申告情報登録より転記

GP申告情報登録より転記
※転記は12文字で転記しますが枠が狭い為、9文字以内に調整ください。郵便局名 全角９文字

預金記号番号 5桁－8桁 GP申告情報登録より転記

公金受取口座 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 登録又は利用を選択。

※準確定・準確修正の時は選択不可

税理士名 各全角20文字 GP申告情報登録より転記 ※下段手入力★

事務所所在地 各全角20文字 GP申告情報登録より転記

電話番号 6桁-4桁-4桁 GP申告情報登録より転記

税理士法第30条

の書面提出 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ GP申告情報登録より転記

税理士法第33条

の２の書面提出 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ GP申告情報登録より転記

振替納税用入力 各全角30文字 振替納税を入力してください。

【電子申告用】 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ この申告に係る通知等があり、e-Taxによる通知を希望する

※電子申告で使用するものです。加算税・予定納 場合にチェックを付けます。

税･還付金振込

『★』は電子申告変換において[1100]GP申告情報登録データを直接変換する項目です。
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家族情報 －全様式共通

家族情報を登録します。

項 目 文字・桁数 機能説明

本人該当事項

寡婦 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。

ひとり親 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。

勤労学生 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。

ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合は を入力します。□ ν

障害者 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。

。住民税用本人該当事項 ※退職所得を除く合計所得が1,000万円以下の場合は住民税控除を受けることが可能です

寡婦 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。 ※該当する場合のみ入力

ひとり親 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。 ※該当する場合のみ入力

配偶者 ※所得金額が多い場合等配偶者に該当しない場合は印刷しません。

配偶者氏名 全角10文字 配偶者氏名を入力します。

※必ず入力してください。生年月日 ｾﾚｸﾄﾎﾞﾀﾝ 各2桁 生年月日を入力します。

障害者区分 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。

。初期値：同居同居/別居 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当する項目を選択します

□ ※国外該当無の場合年調選択不可国外居住 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合は を入力。ν

住宅特個 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合は を入力。※本人の扶養でない場合に入力□ ν

国外: ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 住宅特個の場合で国外居住の場合に を入力。□ ν

手入力 調整の場合･･･1

その他 定額減税対象者の場合････2

所得金額 15桁 配偶者の所得金額を入力します。

ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合に ※第２表住民税欄へ印刷退職者欄へ印刷 □ νを入力：住民税用

退職所得を除く所得金額を入力してください。住民税用退職所得

14桁 ※第２表住民税欄へ印刷を除く所得金額

家族情報の印刷

ができます。
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住所 各全角20文字 配偶者の住所入力同居にﾁｪｯｸが有住所が空欄の場合は

※必ず入力してください。本人自宅住所を転記します。

扶養親族

控除対象外 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ ※第２表の扶養に関する事項に含めない扶養にﾁｪｯｸします□

扶養親族の 各全角10文字 扶養親族の氏名を入力します。

氏名

続柄 ｾﾚｸﾄ(全角3文字) 続柄を選択します。手入力可。空欄時にｾﾚｸﾄで選択した文字

を転記

ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合に ※第２表住民税欄へ印刷退職者欄へ印刷 □ νを入力：住民税用

退職所得を除く所得金額を入力してください。住民税用退職所得

14桁 ※第２表住民税欄へ印刷を除く所得金額

※必ず入力してください。生年月日 ｾﾚｸﾄ 各2桁 生年月日を入力します。

障害者区分 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。

。初期値：同居同居/別居 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当する項目を選択します

区分 ｻﾌﾞﾐｯﾄ 生年月日によって自動判定しますが、同居老親・老人の

場合は必要に応じて変更してください。

□ ※国外該当無の場合年調選択不可国外居住 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合は を入力。ν

区分1～5入力 16歳未満･･･5、16歳以上30歳未満又は70歳以上･･･1

※ 30 70 留学:2､障害:3､38万以上支払:4､それ以外:5国外居住親族の区分 歳以上 歳未満のうち

※年齢に該当しない数字はクリアします。に応じて数字を入力

住宅特個 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合は を入力。※本人の扶養でない場合に入力□ ν

国外: 5入力 住宅特個の場合で国外居住の場合は区分５を入力。

16歳未満 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ(自動) 生年月日によって自動判定します。□

※住宅特個ﾁｪｯｸ・その他１(調整)の時･･･空欄

その他 手入力 調整の場合･･･1

定額減税対象者の場合････2

住所 各全角20文字 扶養親族の住所を入力します。

同居にﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝが有住所が空欄の場合は本人の自宅住所

※必ず入力してください。を転記します。

専従者

専従者氏名 全角10文字 配偶者氏名を入力します。

続柄 全角６文字 続柄を入力します。

※必ず入力してください。生年月日 ｾﾚｸﾄ 各2桁 生年月日を入力します。

※必ず入力してください。住所 各全角20文字 専従者の住所入力します。

仕事内容 各全角８文字 Ｂ様式の専従者欄に印刷します。

を入力します。専従者給与額 14桁 専従者給与額

個人番号の印刷：氏名・住所・生年月日を基にタテムラマイナンバープログラムより印刷等しま
す。必ず入力してください。

印刷設定

印刷に必要な項目の にチェックを付けてください。□

は印刷しない場合にチェックを付けます。赤字

全項目にチェックを付ける場合は全部付けるを、

チェックを全項目外す場合は全部外すにマウスを

合わせてクリックしてください。
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各様式の入力方法
各入力は基本情報で入力した様式を基にメニューの選択の色が変わります。

各様式特有の機能については、確定申告書操作のポイントで説明します。

[21]確定申告 ：第１表を呼び出します。

[用紙の呼び出し方]

選択No.に番号を入力する方法

21 Enter と押します。

又は

[21]確定申告:第１表にマウスの

矢印を合わせてクリックします。

各計算書は[1]使用する､[2]使用しない

を選択することができます。

※[2]使用しないを選択している表は、

印刷指定をしても出力しません。

左図のようにの第１表

を表示します。

必要な項目『例)配当(緑

枠)』にマウスを合わせ

てクリックすると項目内

容にあった入力画面を表

示します。

項目に必要な情報を入力

していくだけで簡単に計

算できます。

第１表を作成することに

より自動的に第２表がで

きあがります。

番号を入力し､「Enter」

項目に合わせて､ﾏｳｽ左ｸﾘｯｸ

項目に合わせて､ﾏｳｽ左ｸﾘｯｸ

項目内容に一致した画面を表示します。
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収入金額等及び所得金額等の入力方法

※各収入金額は、 緑の項目になっています。

クリックすることにより別画面(サブミット)を

表示します。

各項目を入力することにより、所得金額を自動

計算します。

※ オレンジは手入力可能な自動計算項目です。

計算結果を特例等により変更する場合は直接手入力する

ことも可能です。

金額を手入力した場合は 黄色の枠に変わります。

【 】所得の内訳書より転記する場合

左図の画面の□枠にマウスを合わせて左クリックし、

νチェックマークを付けてください。□

※所得の内訳書より転記とした場合は、[ア]～[サ]の

サブミット内の１行目に、所得の内訳書より各所得の

合計額を転記してきます。

所得の内訳書より転記のチェックマークが付いている間

、 。は サブミット内は手入力できませんのでご注意ください

又、所得の内訳書より転記とした場合は、サブミット内の

データは消え、所得の内訳書からの転記のみの表示となり

ます。

※金額等を入力する場合は 所得の内訳書より転記チェッν□

クマークを外してください。

※『所得の内訳書』内においても『必要経費』を入力

できます。

各項目の文字の上をマウスで左クリックすると
項目内容にあった画面を表示します。

所得金額を自動
計算します。

所得の種類ごとに１
行目に合計で転記し
ます。

所得の内訳書から転記した場合､

２行目以降はクリアします。
チェックがついている間は手入力
できません。
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事業所得(営業等・農業 ・不動産所得）

事業所得をまとめて入力します。個人決算書から読み込むコードを設定できます。

第２表へ記載する収入金額がある場合もこちらで各項目ごとに入力します。

転記元が青色申告決算書か収支内訳書かは基本情報登録をみて自動的に画面が切り替わります。

※青色特別控除額が営業等・農業・不動産合わせて55万円を超えると注意書きを表示します。

基本情報登録の『電子申告する』にチェックがあった場合は65万円となります。

個人決算書のデータを読み込む場合はνを付けてください。
ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞが確定申告と違う場合はｺｰﾄﾞを入力してください。

負債利子の額を入力すると自動的に 不 を[3]に
表示すると共に、第1表へ表示・印刷します。

収入金額と源泉徴収税額を第２表へ転記する場合
はここ及び種目等に入力してください。
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営業等所得

項 目 文字・桁数 機能説明

ユーザコード 6桁 自動表示。変更する場合は手入力してください。
収入金額 14桁 収入金額を入力します。 －第１表へ転記します｡
必要経費 14桁 必要経費を入力します。
青色特別控除額 14桁 青色特別控除額を入力します。 －第１表へ転記します。
所得金額 14桁 所得金額を入力します。 －第１表へ転記します。
種目 全角5文字×2行 第２表用の種目を入力します。
支払者の名称等 全角14文字 第２表用の支払者の名称・法人番号又は所在地等を入力

します。
収入金額 第２表へ転記する場合に入力します。
第２表転記 14桁
源泉徴収税額 各14桁 第２表の源泉徴収税額を入力します。

＜各種計算方法＞
※自動計算はありません。

＜個人決算書より転記内容＞
【青色一般より転記】

収入金額：[1]より転記、 必要経費： [6]＋[32]－[37]＋[42]」より転記「

青色申告特別控除：[44] より転記、 所得金額：[45]より転記します。

【収支一般(営業等)より転記】

収入金額：[4]より転記、必要経費： [9]＋[18]＋[20]」より転記、所得金額：[21]より転記「
します。

農業所得

項 目 文字・桁数 機能説明
ユーザコード 6桁 自動表示。変更する場合は手入力してください。
収入金額 14桁 収入金額を入力します。 －第１表へ転記します。
必要経費 14桁 必要経費を入力します。
青色特別控除額 14桁 青色特別控除額を入力します。
所得金額 14桁 所得金額を入力します。 －第１表へ転記します。
種目 全角5文字×2行 第２表用の種目を入力します。
支払者の名称等 全角14文字 第２表用の支払者の名称・法人番号又は所在地等を入力

します。
収入金額 第２表へ転記する場合に入力します。
第２表転記 14桁
源泉徴収税額 各14桁 第２表の源泉徴収税額を入力します。

＜各種計算方法＞
※自動計算はありません。

＜個人決算書より転記内容＞
【青色農業より転記】
収入金額:[7]より転記、必要経費： [35]－[40]＋[45] 」より転記「

青色申告特別控除：[47]より転記、所得金額：[48]より転記します。

【収支農業より転記】
、 「 」 、 。収入金額:[7]より転記 必要経費： [14] ＋ [16] より転記 所得金額：[17]より転記します

○肉用牛についての特例の適用を受ける金額がある場合

【青色農業の場合】
所得金額 [48] ＞「[48]のうち､肉用牛について特例の適用を受ける金額」の場合
必要経費＝｢[35]－[40]＋[45]」＋「[48]のうち､肉用牛について特例の適用を受ける金額 」」
で転記
所得金額＝「[48]－ ｢[48]のうち､肉用牛について特例の適用を受ける金額 」で転記」

所得金額 [48] ≦ 「[48]のうち､肉用牛について特例の適用を受ける金額」の場合
必要経費＝ 収入金額[7]より転記
所得金額＝「０」として転記

ゼ ロ

【収支農業の場合】
所得金額 [17] ＞「[17]のうち、肉用牛について特例の適用を受ける金額」の場合

必要経費＝「[14]＋[16]＋｢[17]のうち、肉用牛について特例の適用を受ける金額｣｣で転記
所得金額＝「[17]－｢[17]のうち、肉用牛について特例の適用を受ける金額 」で転記」

所得金額 [17] ≦「[17]のうち、肉用牛について特例の適用を受ける金額」の場合
必要経費＝ 収入金額[7] より転記
所得金額＝「０」として転記

ゼ ロ
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不動産所得

項 目 文字・桁数 機能説明
ユーザコード 6桁 自動表示。変更する場合は手入力してください。
収入金額 14桁 収入金額を入力します。 －第１表へ転記します。
必要経費 14桁 必要経費を入力します。
青色特別控除額 14桁 青色特別控除額を入力します。
負債の利子額 14桁 負債の利子額を入力します。
所得金額(上段) 14桁 第2表の事業税欄の損益通算の特例適用前の不動産所得へ転記します。

所得金額 14桁 所得金額を入力します。 －第１表へ転記します。
種目 全角5文字×2行 第２表用の種目を入力します。
支払者の名称等 全角14文字 第２表用の支払者の名称・法人番号又は所在地等を入力

します。
収入金額
第２表転記 14桁 第２表へ転記する場合に入力します。
源泉徴収税額 各14桁 第２表の源泉徴収税額を入力します。

＜各種計算方法＞

※自動計算はありません。

＜個人決算書より転記内容＞

【青色不動産より転記】

収入金額：[4]より転記、必要経費： [18]＋[20]」より転記「

青色申告特別控除：[22]より転記、所得金額：[23]より転記します。

【収支不動産より転記】

、 「 」 、 。収入金額：[5]より転記 必要経費： [12]＋[14] より転記 所得金額：[15]より転記します

○不動産の負債利子がある場合

※収支の場合は項目番号[23]→[15]に置き換えてお読みください。

所得金額[23]△ ＞「土地等を取得する為に要した負債利子の額」の場合
所得金額＝「[23]－ ｢土地等を取得する為に要した負債利子の額 」で転記」

※第１表で を表示・印刷します。

負債の利子額:「土地等を取得する為に要した負債の利子の額」を転記

※[23]（損益通算の特例適用前の不動産所得）を所得金額の上段に転記し、第２表事業税欄
にも転記します。

所得金額 [23]△ ＜ 「土地等を取得する為に要した負債利子の額」の場合

所得金額＝ ０ で転記。※第１表で を表示・印刷します。
負債利子額:「土地等を取得する為に要した負債利子の額」を転記

※[23]（損益通算の特例適用前の不動産所得）を所得金額の上段に転記し、第２表事業税欄
にも転記します。

不

不
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利子所得 [4]の項目をクリックすると表示します。

利子所得を入力します。

項 目 文字・桁数 機能説明
種目 全角5文字×2行 第２表用の種目を入力します。
支払者の名称等 全角14文字 第２表用の支払者の名称・法人番号又は所在地等を入力

します。
収入金額 14桁 収入金額を入力します。

＜各種計算方法＞

※縦計を第１表へ転記します。
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配当所得

配当所得を入力します。

項 目 文字・桁数 機能説明

種目 全角5文字×2行 第２表用の種目を入力します。
支払者の名称等 全角14文字 第２表用の支払者の名称・法人番号又は所在地等を入力

します。
収入金額 14桁 収入金額を入力します。 －第１表へ転記します。

必要経費 14桁 必要経費を入力します。

源泉徴収税額 各14桁 源泉徴収税額を入力します。

所得金額 14桁 自動表示 －第１表へ転記します。

＜各種計算方法＞

所得金額 ＝ 収入金額 － 必要経費 となります。

※各行は、所得金額がマイナスの場合でもそのまま表示します。

合計は所得金額がマイナスの場合は０円になります。
ゼ ロ
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給与所得

給与所得を入力します。

項 目 文字・桁数 機能説明
種目 全角5文字×2行 第２表用の種目を入力します。
支払者の名称等 全角14文字 第２表用の支払者の名称・法人番号又は所在地等を入力

します。
収入金額 14桁 収入金額を入力します。 －第１表へ転記します。
源泉徴収税額 各14桁 源泉徴収税額を入力します。
所得金額 14桁 自動表示 －第１表へ転記します。

給与等収入金額850万円超の調整控除を受ける□

調整控除はあなたの給与収入金額が850万円を超え、あなた、同一生計配偶者若しくは扶養親族

のいずれかが特別障害者である場合、又は23歳未満の扶養親族がいる場合に該当します。

公的年金等の雑所得がある場合

あなたに給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で、給与所得控除後の給与等の金額と公的

年金等の雑所得の合計額が10万円を超える場合に計算します。

第１表の[カ]区分(Ａ様式は[ア])

所得金額調整控除に該当する場合は「１」公的年金等の雑所得の控除に該当する場合は「２」

所得金額調整控除及び公的年金等の雑所得の控除がある場合両方に該当する場合は「３」

特定支出控除を受ける場合

第１表の区分欄に該当番号を入力し、所得金額を上書きしてください。
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雑所得(公的年金)

※本人の年齢(65歳未満・以上)及び公的年金の収入金額と公的年金等に係る雑所得以外の合計所得

金額によって所得金額が変わります。

65歳以上か否かは基本情報登録の生年月日を見て自動判定します。

公的年金以外の所得がある場合は、公的年金以外の所得を入力した後に所得金額を確認してくだ

さい。

項 目 文字・桁数 機能説明
種目 全角5文字×2行 第２表用の種目を入力します。
支払者の名称等 全角14文字 第２表用の支払者の名称・法人番号又は所在地等を入力

します。
収入金額 14桁 収入金額を入力します。 －第１表へ転記します。
源泉徴収税額 各14桁 源泉徴収税額を入力します。
所得金額 14桁 公的年金等の所得金額を表示します。

※本人の生年月日を必ず入力してください。

＜各種計算方法＞

所得金額の詳しい計算方法は確定申告書の手引き書をご確認ください。

本人の生年月日の
入力がないと計算
しません。
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雑所得(業務)・(その他)

・業務に係る雑所得

原稿料、講演料、シェアリング・エコノミーなどの副収入による所得を入力します。

・その他の雑所得

生命保険の年金(個人年金保険)、互助年金などの上記以外のものによる所得を入力します。

項 目 文字・桁数 機能説明
ユーザコード 6桁 自動表示。変更する場合は手入力してください。
種目 全角5文字×2行 第２表用の種目を入力します。
支払者の名称等 全角14文字 第２表用の支払者の名称・法人番号又は所在地等を入力

します。
収入金額 14桁 収入金額を入力します。 －第１表へ転記します。
必要経費 14桁 必要経費を入力します。
源泉徴収税額 各14桁 源泉徴収税額を入力します。
所得金額 14桁 所得金額を入力します。
合計 各項目の縦計

＜各種計算方法＞

所得金額はその他の雑所得金額を算式により計算します。

所得金額 ＝ その他の雑所得の収入金額合計 － 必要経費合計 ＝雑所得

＜個人決算書より転記内容＞
【収支一般(雑業務)より転記】

収入金額：[４]より転記、 必要経費： [９]＋[18]」より１行目へ転記します。「

第１表への転記

各所得金額をそのまま転記します。(マイナスの場合はマイナスのまま)

【雑所得の計】

[10] ：[7]～[8]までの計＝[7]公的年金＋[8]業務＋[9]その他 ※赤字の場合は０円
ゼロ



- 28 -

総合譲渡(短期・長期)

項 目 文字・桁数 機能説明
短期 長期 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。
支払者の名称・ 全角14文字 第２表の転記はありません。
所在地等 必要応じて入力してください。
収入金額 14桁 収入金額を入力します。
必要経費 14桁 必要経費を入力します。

短期譲渡
収入金額 14桁 自動表示
必要経費計 14桁 自動表示
通算前差引金額 14桁 自動表示
差引金額 14桁 手入力優先項目です。
特別控除額 14桁 手入力優先項目です。
通算前所得金額 14桁 自動表示
所得金額 14桁 手入力優先項目です。

長期譲渡
収入金額 14桁 自動表示
必要経費計 14桁 自動表示
通算前差引金額 14桁 自動表示
差引金額 14桁 手入力優先項目です。
特別控除額 14桁 手入力優先項目です。
通算前所得金額 14桁 自動表示
所得金額 14桁 手入力優先項目です。

参考値
経常所得 14桁 経常所得を参考表示します。
一時通算前所得 14桁 一時通算前の所得金額を参考表示します。
金額(参考)
一時所得金額 14桁 一時所得金額を参考表示します。
(参考)
総合譲渡・一時 14桁 自動表示



- 29 -

＜各種計算方法＞基本様式の場合※分離・損失等の特定損失がある場合は変わります。

ケ、コ欄の計算方法：短期譲渡所得・長期譲渡所得の金額を算式により計算します。

【短期の譲渡所得】※損益通算の計算を除く

[1]短期譲渡所得の合計(Ａ)－短期の必要経費の合計(Ｂ)＝差引金額（Ｃ）

※差引金額(Ｃ)がマイナスの場合で他の所得が黒字の場合は損益通算をすることができます。

(差引金額がマイナスの場合、以下の[２][３]の計算はできません(P.54～55参照))

[2]［特別控除額］※差引金額がプラスの場合、以下の計算が可能です。

特別控除額(Ｄ)
[1]で計算した差引金額（Ｃ）≧ 50万円の場合 ＝50万円
[1]で計算した差引金額（Ｃ）＜ 50万円の場合 ＝差引金額(Ｃ)

[3]短期譲渡所得の金額
差引金額(Ｃ) － 特別控除額(Ｄ) ＝ 短期譲渡収入金額(Ｅ)＝第１表(ケ）へ転記

【長期の譲渡所得】※損益通算の計算を除く

[1]長期譲渡所得の合計(Ｆ)－長期の必要経費の合計(Ｇ)＝差引金額（Ｈ）

※差引金額(Ｈ)がマイナスの場合で他の所得が黒字の場合は損益通算をすることができます。

(差引金額がマイナスの場合、以下の[２][３]計算はできません(P.54～55参照))

[2]［特別控除額］※差引金額がプラスの場合、以下の計算が可能です。

特別控除額(Ｉ)
[1]で計算した差引金額（Ｈ）≧ 50万円の場合 ＝50万円
[1]で計算した差引金額（Ｈ）＜ 50万円の場合 ＝差引金額(Ｈ)

[3]長期譲渡所得の金額
差引金額(Ｈ) － 特別控除額(Ｉ) ＝ 長期譲渡収入金額(Ｊ)＝第１表(コ）へ転記

【総合譲渡・一時】第１表への転記 ※一時所得の計算がない場合

※一時所得があった場合は下記を計算せずに一時所得の計算をしてください。(P.30を参照)

[1]長期譲渡収入金額(Ｊ)×0.5＝（Ｋ）

[2]短期譲渡収入金額(Ｅ)＋(Ｋ）＝総合譲渡・一時所得金額の第１表[11]へ転記
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一時所得

項 目 文字・桁数 機能説明
種目 全角5文字×2行 第２表用の種目を入力します。

支払者の名称等 全角14文字 第２表用の支払者の名称・法人番号又は所在地等を入力
します。

収入金額 14桁 収入金額を入力します。
必要経費 14桁 必要経費を入力します。
源泉徴収税額 各14桁 源泉徴収税額を入力します。
差引収入金額 14桁 自動表示
特別控除額 14桁 手入力優先項目です。
通算前所得金額 14桁 自動表示
所得金額 14桁 手入力優先項目です。
経常所得 14桁 経常所得を参考表示します。
短期譲渡通算前所得 14桁 短期譲渡通算前所得金額を参考表示します。
金額（参考表示）
長期譲渡通算前所得 14桁 長期譲渡通算前所得金額を参考表示します。
金額（参考表示）
短期譲渡所得金額 14桁 短期譲渡所得金額を参考表示します。
長期譲渡所得金額 14桁 長期譲渡所得金額を参考表示します。
総合譲渡・一時 14桁 自動表示

各収入金額等の必要な情報を入力すると自動的に所得金額を計算します。

又、同時に第２表の「所得の内訳書 「配当等・雑所得･総合課税の譲渡所得・一時所得に関する」
事項」ができあがります。

【一時所得】※損益通算の計算を除く

[1]一時所得の収入金額合計(Ａ)－一時所得の必要経費の合計(Ｂ)＝差引金額（Ｃ）

(赤字の場合は０円)
ゼ ロ

[2]［特別控除額］

特別控除額(Ｄ)

[1]で計算した差引金額（Ｃ）≧ 50万円の場合 ＝ 50万円(Ｄ)

[2]で計算した差引金額（Ｃ）＜ 50万円の場合 ＝(Ｃ)＝特別控除額(Ｄ)

一時所得収入金額(Ｅ)

差引金額(Ｃ)－特別控除額(Ｄ)＝第１表(サ)へ転記

【総合譲渡・一時】第１表への転記 ※短期・長期譲渡所得と一時所得を合計します。

[1]（長期譲渡収入金額(Ｊ)＋一時所得収入金額(Ｅ)）×0.5＝（Ｈ）

[2] 短期譲渡収入金額(Ｅ)＋(Ｈ）＝総合譲渡・一時所得金額の第１表[11]へ転記

一時所得が複数ある場合、合計で第２表へ転記する
場合はνを付けます。
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【所得金額の合計】

基本様式の場合[12]：[1]～[6]までの合計＋[10]＋[11]欄を合計します。

※所得金額の合計を算出する場合、事業所得(営業等・農業)や不動産所得、山林所得、総合課税

の譲渡所得に赤字がある場合は、その赤字をその他の各種所得金額の黒字から控除(損益通算)

します。

損益通算する場合には下記の点に注意してください。

[1]総合課税の譲渡所得や一時所得がない場合で、第１表の[1]～[3]欄のいずれかの所得金額

に赤字がある時は、そのまま各種所得を合計して計算します。

[2]その他は損益通算の資料(P.54参照)を確認してください。

●前年からの繰越損失額入力欄

繰越損失額があった場合 (基本様式のみ)

基本様式において、前年からの繰越損失額があった場合は、合計欄のサブミット内で繰越損失額

を入力します。

合計[1]～[6]＋[10]＋[11]の合計所得金額から繰り越し損失額を差し引いて計算します。

又、前年からの繰越損失額は、[1]～[6]＋[10]＋[11]の合計所得金額を上限として計算し、

[63]本年分で差引く繰越損失額へ転記します。
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所得から差し引かれる金額の入力方法

社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除

社会保険料支払額・小規模共済掛金を入力します。

源泉徴収分にチェックを付けると、源泉徴収分(社保)、源泉徴収分(小企共)を表示します。□

項 目 文字・桁数 機能説明

社会保険料控除

社会保険の種類 各全角7文字 社会保険の種類を入力します。

支払保険料 13桁 支払保険料を入力します。

13桁 年末調整でこの控除を受けていない金額を入力します。うち年末調整等以外

支払保険料合計 自動計算 手入力優先項目－第１表へ転記 ※第２表項目なし

自動計算 縦計 ※ 〃うち年末調整等以外合計

小規模企業共済等掛金控除

掛金の種類 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。※電子申告で控除証明書の記載

事項を作成する場合に選択

各全角7文字 掛金の種類を入力します。

支払保険料 13桁 支払掛金を入力します。

13桁 年末調整でこの控除を受けていない金額を入力します。うち年末調整等以外

支払保険料合計 自動計算 手入力優先項目－第１表へ転記 ※第２表項目なし

自動計算 縦計 ※ 〃うち年末調整等以外合計

＜各種計算方法＞

各保険料共に、支払保険料を縦計します。

＜第２表＞ 印刷においては、社会保険料控除・小規模企業共済等控除は行詰めして印刷(全３頁)

電子申告で控除証明書等の記載事項を作成
する場合は必ず種類を選択してください。

「源泉徴収分」にチェックを付けると
１行目に文字を表示します。
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生命保険料控除

● 生命保険料を入力します。

支払った保険料から控除額を自動計算することができます。又、源泉徴収票の控除額を直接入

力することもできます。

支払保険料を入力し、新生命・旧生命・介護・新年金・旧年金かを選択すると各保険料控除額

を自動計算します。(最高12万円)

又、自動計算をせずに２面へ『源泉徴収分』と印刷する場合は、 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽに を付け、控除□ ν

額合計欄（ オレンジ枠）に金額を手入力してください。

項 目 文字・桁数 機能説明
保険金受取人 全角10文字 保険金受取人を入力します。
続柄 ｻﾌﾞﾐｯﾄ( 5 ) 該当項目を選択します。手入力は全角５文字までです。全角 文字
保険会社名 全角7文字 保険会社名を入力します。
区分 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。
保険料 13桁 保険料を入力します。
控除額（一般・個人年金）

手入力 保険料控除のうち年末調整でこの控除の適用を受けていなうち年末調整等以外
い金額を手入力します。

合計額 自動計算 －第２表へ転記します。
控除額 自動計算

。源泉徴収分印刷 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合 －第２表へ文字を転記します□ νを入力します。
控除額合計 自動計算 手入力優先項目です。 －第１表へ転記します。

＜各種計算方法＞

【 新生命保険料 【介護保険料 【新個人年金保険料】】 】

各保険料の合計をそれぞれ下記の表に当てはめて計算します。

保険料金額 控除額 ※小数点切上げ

～20,000円 各支払保険料の金額

20,001～40,000円 各支払保険料の金額 × 0.5＋10,000

40,001円～ 各支払保険料の金額 ×0.25＋20,000 (各支払金額共に最高4万円)

【 旧生保保険料 【旧個人年金保険料】】

各保険料の合計をそれぞれ下記の表に当てはめて計算します。

保険料金額 控除額 ※小数点切上げ

～25,000円 各支払保険料額

25,001～50,000円 各支払保険料額 × 0.5＋12,500

50,001円～ 各支払保険料額 ×0.25＋25,000 (各保険料共に最高5万円)

新生命＋旧生命＋介護＋旧個人年金＋新個人年金控除額＝生命保険料控除額(最高12万円) 第１表へ

転記します。

第２表へ『源泉徴収分』

と印刷する場合はνを付

けて、控除額合計を手入

力してください。
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地震保険料控除

● 地震保険料を入力します。

支払った保険料から控除額を自動計算することができます。又、源泉徴収票の控除額を直接

入力することもできます。

支払保険料を入力し、地震か旧長期かを選択すると地震保険料控除額・旧長期保険料控除額

を自動計算します。(最高５万円)

νを付け、控又、自動計算をせずに２面へ『源泉徴収分』と印刷する場合は、 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽに□

除額合計欄（ オレンジ枠）に金額を手入力してください。

項 目 文字・桁数 機能説明

保険の種類 全角10文字 保険の種類を入力します。

保険会社名 全角7文字 保険会社名を入力します。

区分 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。

保険料 13桁 保険料を入力します。

控除額（地震保険料・旧長期保険料）

手入力 保険料控除のうち年末調整でこの控除の適用を受けていなうち年末調整等以外
い金額を手入力します。

。合計額 各13桁 自動表示 －第２表へ転記します

控除額 各13桁 自動表示

源泉徴収分印刷 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合 －第２表へ文字を転記□ νを入力します。

。します

。 。控除額合計 13桁 手入力優先項目です －第１表へ転記します

＜各種計算方法＞

【 地震保険料(Ａ) 【旧長期保険料(Ｂ)】】

(Ａ)・(Ｂ）各保険料の合計を下記の表に当てはめて計算します。

Ａ地震保険の場合 控除額 ※小数点切上げ

～ 50,000円 支払った保険料の金額

50,001円～ 50,000円

Ｂ旧長期損害保険料 控除額 ※小数点切上げ

～ 10,000円 支払った保険料の金額

10,001 ～ 20,000円 支払った保険料の金額×0.5＋5,000円

20,001円～ 15,000円

地震保険料控除額＋旧長期保険料控除額＝地震保険料控除額(最高５万円) 第１表へ転記します。

※尚、１つの契約で地震保険料控除・旧長期保険料控除がある場合はどちらか得な一方を

入力して計算して頂くか、手計算した結果を直接控除額へ入力してください。

第２表へ『源泉徴収分』

と印刷する場合はνを付

けて、控除額合計を手入

力してください。
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寡婦、ひとり親控除 勤労学生・障害者控除

※各控除額の自動計算は本人の合計所得金額が上限を超えた場合、計算しません。

●寡婦・ひとり親控除(寡婦27万円／ひとり親35万円)

合計所得金額が500万円超の場合は控除を受けることができません。

寡婦控除を受ける場合、合計所得金額が500万円以下で[1][2]のいずれかにあてはまること
[1]死別・生死不明・未帰還
[2]離婚している場合は扶養親族を有すること

ひとり親控除を受ける場合、合計所得金額が500万円以下かつ生計を一にする子がいること

、 。※弊社では扶養親族が子供かどうかの判定が難しいため 扶養親族の有無での判定をしております
※控除対象配偶者が死亡した場合の配偶者控除と寡婦・ひとり親控除の双方適用の場合は､寡婦・
ひとり親控除額を手入力してください。

●勤労学生控除(27万円）

合計所得金額が75万円超の場合は控除を受けることができません。

本人が専修学校等の生徒である場合で年末調整においてこの控除の適用を受けていない

場合は 年調以外かつ専修学校等にチェックを付けます。□

項 目 文字・桁数 機能説明
本人該当事項
寡婦・ひとり親控除
寡婦 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択。※ひとり親に該当する場合選択不可

。ひとり親 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当する場合選択
寡婦･ひとり親控除額 控除額を自動計算します。 (手入力優先項目です)
第１表区分：ひとり親に該当した場合「１」
勤労学生控除
勤労学生 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択。

ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ年調以外かつ専修学校等 □
勤労学生控除額 控除額を自動計算します。 (手入力優先項目です)
障害者控除
本人 障害者区分のﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝで障害又は特別障害を選択した場合に自動表示
配偶者 障害者区分のﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝを障害・特別障害・特別障害及び同居を選択
扶養親族 した場合に自動表示
障害者控除額 控除額を自動計算します。 (手入力優先項目です)

※退職所得を除いた所得金額が寡婦･ひとり親に該当の場合に選択住民税用 寡婦･ひとり親控除
寡婦 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当する場合に選択。

。ひとり親 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当する場合選択
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配偶者控除 配偶者特別控除 扶養控除

※各控除額の自動計算は本人の合計所得金額が上限を超えた場合、計算しません。

※必ず生年月日を入力してください。●配偶者控除額及び配偶者特別控除額を計算します。

配偶者 ※70歳以上の方は老人控除を同時に計算します。

本人の所得金額及び配偶者の所得金額に合わせて配偶者控除額及び配偶者特別控除額を自動計算

します。

配偶者特別控除額は本人の合計所得金額が1,000万円を超えると受けることができません。

※尚、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は控除外同一生計配偶者として判定します。

※配偶者特別控除額を手入力した場合には合計所得1,000万円の上限チェックをかけるこ

とはできませんのでご注意ください。

●扶養控除額

※必ず生年月日を入力して生年月日を見て、一般扶養・老人扶養・特定扶養の判定をします。

必要に応じて、該当する区分を選択してください。ください。

。 。※70歳以上の方は老人扶養になります 同居に 場合は同居老親(38+20万円)となりますνを付けた

（老人(38+10万円)に変更することも可能です ）。

※19歳以上23歳未満の方は特定扶養(38+25万円)となります。

※16歳未満の方は16歳未満欄にチェックが付き、扶養控除額は計算しません。

●障害者控除額は、配偶者・扶養の障害区分より自動計算します。

障害者の場合(27万円)・特別障害者の場合(40万円)又は同居特別障害者の場合(75万円)

【配偶者(特別)控除額の確認表】→

確認表及び本人の合計所得金額と

配偶者合計所得金額を表示します。

給与所得の調整控除に該当するか

確認できるように本人の給与収入を

表示しています。参考

退職有欄へ印刷のチェックが付いた場合のみ住民税欄へ印刷します。また、控除対象外のチェック

がある場合には第２表には印刷しません。

控除対象配偶者が
死亡した場合の
配偶者控除と寡婦
・ひとり親控除の
双方適用の場合

寡婦・ひとり親控
除額を手入力して
ください。

住宅特個該当の場合で国外

居住の場合はここへ「5」

を入力してください。
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項 目 文字・桁数 機能説明
配偶者

※必須入力項目配偶者氏名 全角10文字 配偶者氏名を入力します。
※必須入力項目生年月日 ｾﾚｸﾄﾎﾞﾀﾝ 各2桁 元号は該当項目を選択します。

障害者区分 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。
。※初期値同居同居／別居 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します

νを入力します。国外居住 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合□
※国外にﾁｪｯｸ無の時年調ﾁｪｯｸ不可。控除対象外の時は年調欄国外・年調
の印刷及び第１表区分２ともに該当になりません。

νを入力します。住宅特個 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合□
νを入力国外 国外□ ※住宅特個該当でかつ国外居住の場合は、ここへ

。してください
その他 手入力 調整の場合･･･「1」※ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰは印刷しません。

（住宅特個と｢１｣調整の両方該当の場合はﾏｲﾅﾝﾊﾞｰを印刷)
定額減税対象者の場合･･･｢2｣

所得金額 14桁 所得金額を入力します。
νを入力します。※住民税欄へ印刷します。退職有欄へ印刷 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合□

氏名･続柄･生年月日･退職所得を除く所得金額・障害者
・その他及び調整以外の場合にマイナンバー印刷

住民税用退職所得 14桁 住民税欄用として退職所得を除く所得金額を入力
を除く所得金額
配偶者控除額 11桁 控除額を自動計算します。 (手入力優先項目です)
配偶者控除額 11桁 控除額を自動計算します。 (手入力優先項目です)
配偶者特別控除額 11桁 控除額を自動計算します。 (手入力優先項目です)
控除外

νが付きます。同一生計配偶者 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合自動的に□
第１表区分１：配偶者特別控除に該当した場合は「１」
第１表区分２：国外居住親族において年末調整時にこの控除の適用を受けていない場合は「１」

受けている場合は「２」
扶養親族
控除対象外 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ ※ﾁｪｯｸがある場合は扶養親族の計算はかかりません。□

第２表の配偶者・親族に関する事項にも印刷不可。
※必須入力項目扶養親族の氏名 全角10文字 扶養親族の氏名を入力します。
※必須入力項目生年月日 ｾﾚｸﾄﾎﾞﾀﾝ 各2桁 元号は該当項目を選択します。

続柄 ｻﾌﾞﾐｯﾄ 全角3文字 該当項目を選択します。
νを入力します。※住民税欄へ印刷します。退職有欄へ印刷 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合□

氏名･続柄･生年月日･退職所得を除く所得金額・障害者
・その他及び調整以外の場合にマイナンバー印刷

住民税用退職所得 14桁 住民税欄用として退職所得を除く所得金額を入力
障害者区分 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。

。※初期値同居同居／別居 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します
区分 ｻﾌﾞﾐｯﾄ 該当項目を選択します （70歳以上の場合）。

νを入力します。国外居住 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合□
※国外にﾁｪｯｸ無の時年調ﾁｪｯｸ不可。控除対象外の時は年調欄国外･区分･年調
の印刷及び区分ともに該当になりません。

区分：1～5 16歳未満･･･5、16歳以上30歳未満又は70歳以上･･･1
30 70 留学:2、障害:3、38万以上支払:4※国外居住親族の区分 歳以上 歳未満のうち

※年齢に該当しない数字はクリアします。に応じて数字を入力 それ以外:5
νを入力します。住宅特個 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合□

※住宅特個該当でかつ国外居住の場合は、ここへ「５」を国外 国外区分：5
入力してください。

νが付きます。16歳未満扶養親族 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合自動的に□
※住宅特個ﾁｪｯｸ、その他1(調整)の時は空欄

その他 手入力 調整の場合･･･「1」※ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰは印刷しません。
（住宅特個と｢１｣調整の両方該当の場合はﾏｲﾅﾝﾊﾞｰを印刷)
定額減税対象者の場合･･･｢2｣

控除額 2桁 控除額を自動計算します。
扶養控除額合計 3桁 控除額合計を自動計算します。 (手入力優先項目です)

第１表区分：国外居住親族がおり、その国外居住親族の１人以上について年末調整時において
この控除の適用を受けていない場合は「１」
その国外居住親族の全員について年末調整においてこの控除の適用を受けている
場合は「２」
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※本人の給与収入金額が850万円以下で、調整が

選択されていた場合は、第１表を終了する際に

左図の確認メッセージを表示します。

※本人の合計所得が1,805万円を超えていて、[44]

定額減税額がある場合は、終了する際に左図の

確認メッセージを表示します。

基礎控除

●基礎控除は本人の合計所得が2,500万円以下の場合に適用

され控除額を自動表示します。(手入力優先項目です。)

[13]～[24]までの計

●所得から差し引かれる[13]～[24]までの計を自動計算します。

前項の内容で控除額を入力すると下図のように所得から差引かれる金額を計算します。

＜[25]合計＞

[13]～[24]の合計となります。

※[13]～[24]を省略入力する場合は

[24]を０とし、[25]に控除額を入力してください。

※第２表の入力がなく、第１表の[13]～[24]の控除額を

手入力した場合でも合計所得金額の上限チェックをし

ています。下記のエラーを表示した場合は控除額を確

認してください。



- 39 -

雑損控除

雑損控除額を計算します。

項 目 文字・桁数 機能説明

損害の原因 全角8文字 損害の原因を入力します。

損害年月日 各2桁 損害年月日を入力します。

損害を受けた資 全角16文字 損害を受けた資産の種類などを入力します。

産の種類など

損害金額 15桁 損害金額を入力します。

保険金など補填 15桁 保険金補填金額を入力します。

金額

差引損失金額 15桁 自動表示

「総所得金額の合 14桁 自動表示

計額」の10％

災害関連支出 15桁 災害関連支出を入力します。

。 。雑損控除額 自動計算 手入力優先項目です －第１表へ転記します

＜雑損控除額の計算方法＞

[1] 損害金額合計(Ａ) － 保険金など補填金額合計(Ｂ)＝差引損失額(Ｃ)(赤字の場合は０円)
ゼ ロ

[2]（第１表の[12]＋退職所得）(Ｄ) × 0.1 ＝ (Ｅ) (赤字の場合は０円)
ゼ ロ

※(Ｄ)分離・損失の場合は山林所得も含みます。(その他申告分離課税の所得がある場合には、それらの
所得金額(特別控除前)の金額を加算します。)

[3] 差引損失額(Ｃ)－(Ｅ) ＝ (Ｆ)

[4] 差引損失額(Ｃ)のうち 災害関連支出金額(手入力) － ５万円 ＝ (Ｈ)(赤字の場合は０円)「 」
ゼ ロ

[5] 雑損控除 ＝ (Ｆ) と (Ｈ) のいずれか多いほうの金額

医療費控除 (最高200万円まで)

医療費控除額を計算します。

※医療費の明細書から金額を転記することもできます。

医療費の明細書から転記する

場合はνを付けてください。 ｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ税制を選択
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項 目 文字・桁数 機能説明

νを入力します。νを付けた場合、支払医療費医療費の計算書 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合□

と補填金額は入力できません。又はｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮ

ﾝ税制の明細書か

らの転記

支払医療費 13桁 支払医療費を入力します。

保険金等の補填 13桁 保険金等の補填金額を入力します。

金額

差引金額 13桁 自動表示

「総所得金額の合 13桁 自動表示

計額」の5％

医療費控除額 自動計算 手入力優先項目です。 －第１表へ転記します。

＜各控除額の計算方法＞

医療費控除

[1] 支払った医療費(Ａ) － 保険金など補填金額合計(Ｂ)＝差引金額(Ｃ)(赤字の場合は０円)
ゼ ロ

[2]（第１表の[12] ＋ 退職所得）(Ｄ) × 0.05 ＝ (Ｅ) (赤字の場合は０円)
ゼ ロ

※(Ｄ)分離・損失の場合は山林所得も含みます。(その他申告分離課税の所得がある場合には、それらの
所得金額(特別控除前)の金額を加算します。)

[3] (Ｅ) と 10万円のいずれか少ない方の金額 ＝ (Ｆ)

[4] 医療費控除 ＝ 差引金額(Ｃ) － (Ｆ)(最高200万円、赤字の場合は０円)
ゼ ロ

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例

[1] 支払った医療費(Ａ) － 保険金など補填金額合計(Ｂ)＝差引金額(Ｃ)(赤字の場合は０円)
ゼ ロ

[4] 医療費控除 ＝ 差引金額(Ｃ) － 12,000円(最高８万８千円、赤字の場合は０円)
ゼ ロ

寄附金控除

寄附金控除額を計算します。

住民税に関する事項枠も同時に入力できるようになっています。

電子申告をする場合は上２行に住所を
下１行に名称を入れてください。
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項 目 文字・桁数 機能説明
寄附先の所在地 各全角11文字 寄附先の所在地・名称を入力します。

・名称 －第２表へ転記します。
寄附金 14桁 寄附金を入力します。 －第２表へ転記します。
[A]寄附金合計額 14桁 自動表示
[C]総所得合計額の40％ 自動表示
[D] AとCのいずれか少ない金額 自動表示
[E]控除額 (D-2,000円) 手入力優先項目です。 －第１表へ転記します。

住民税寄附金税額控除 －第２表用

各金額欄 14桁 住民税の欄に合計額を転記します。第１表内の計算には
反映しません。

＜寄附金控除額の計算方法＞

[1] 寄附金合計[Ａ]

[2] （第１表の[12] ＋ 退職所得） × 0.4 ＝ [Ｃ] (赤字の場合は０円)
ゼ ロ

※分離・損失の場合は山林所得も含みます。(その他申告分離課税の所得がある場合には、それらの
所得金額(特別控除前)の金額を加算します。)

[3] [Ａ] と [Ｃ] のいずれか少ない方の金額 ＝ [Ｄ]

[4] 寄附金控除額 ＝ [Ｅ] － 2,000円 (赤字の場合は０円)
ゼ ロ

[29]合計:[25]＋[26]＋[27]＋[28]

●合計：[25]～[28]までの計を自動計算します。

＜[29]合計＞

[25]～[28]の合計となります。

税金の計算

●税額の計算は「所得金額」－「所得から差し引かれる金額の合計」により税額を計算します。

＜各項目の機能＞

【配当控除[32] 】

控除計算の結果は通常端数切上です。
ν切捨てる場合は、 チェックを付けてください。□

【[33] 欄】

項目に金額が入ると区分に｢1｣が自動的に入り
『投資税額等』と表示・印刷します。

【住宅借入金等特別控除[34] 】

住宅借入金の計算書より転記する場合は、

νを付けると控除額を転記します。□

区分１：７～９

区分２：既に年末調整でこの適用を受けている場合

「１」を入力

【政党寄附金等及び住宅耐震改修特別控除等 】

ｻﾌﾞﾐｯﾄをｸﾘｯｸすると入力画面を表示します。

(詳しくは、P.42参照)

【その他の項目】

白枠は手入力項目です。

【所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額[50] 】

各ｻﾌﾞﾐｯﾄ内で入力した源泉徴収税額を転記します。
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＜ 各計算方法 ＞

【税額計算方法[31]】

[1] 第１表[12]の金額 － 第１表[29] ＝ Ａ

(1,000円未満端数切り捨て)

[2] Ａの数字を下記の表に当てはめて計算します。

Ａの金額 所得金額に対する税額
0円 0円

1,000円～ 1,949,000円 Ａ×0.05
1,950,000円～ 3,299,000円 Ａ×0.1 - 97,500円
3,300,000円～ 6,949,000円 Ａ×0.2 - 427,500円
6,950,000円～ 8,999,000円 Ａ×0.23- 636,000円
9,000,000円～17,999,000円 Ａ×0.33-1,536,000円
18,000,000円～39,999,999円 Ａ×0.4 -2,796,000円

[3] 計算結果を[31]へ表示します。40,000,000円～ Ａ×0.45-4,796,000円

【配当控除計算方法[32] 】

[1] 第１表の[5]の配当所得の金額 ＝ Ａ

[2] 第１表課税される所得金額 [30] － 1,000万円 ＝ Ｂ (赤字の時は０円)

[3] Ａ － Ｂ ＝ Ｃ (赤字の時は０円)

[4] Ｃ × 0.1 ＝ Ｄ

[5]（Ａ － Ｃ）× 0.05 ＝ Ｅ

[6] Ｄ ＋ Ｅ

。【 】住宅借入金等特別控除計算方法[34] ※重複控除の場合は第１表へ控除額を手入力してください

住宅借入金等控除を手入力又は住宅借入金の計算書から転記します。

※合計所得金額が3,000万円を超えている場合には住宅借入金はクリアします。

※令和４年以降において住宅取得をした場合は2,000万円を超えている場合は住宅借入金特別控除

を受けることができません。－自動判定していませんので画面上部にある合計所得金額を見て

確認してください。

※第１表の区分１欄は｢7～9」を手入力してください。

(※控除額は100円未満端数切り捨て）

【政党等寄附金等特別控除[35]～[37]】  

各寄附金の計算書より転記する場合は、

νを付けると控除額を転記します。□

手入力する場合は寄附金の内容に合わせて左図の項目に

入力してください。(※控除額は100円未満端数切り捨て）

【住宅耐震改修特別控除･住宅特定改修特別税額控除･認定住宅新築等特別税額控除[38]～[40]】

・ 住宅耐震改修特別控除」･･･金額を手入力「

「区分」欄に「１」を自動表示します。

・ 住宅特定改修特別税額控除」･･･金額を手入力「

「区分」欄に「２」を自動表示します。

・ 認定住宅新築等特別税額控除」･･･金額を手入力「

「区分」欄に「３」を自動表示します。

合計所得金額が3,000万円を超える場合 「住宅特定改修・認定住宅新築等」金額をクリアします。、

※ 2種類以上入力した場合は、｢区分｣欄に｢４｣を自動表示します。
※ 住宅特定改修特別税額控除及び・認定住宅新築等特別税額控除は住宅借入金等特別控除との
２重控除はできません。ｺﾒﾝﾄを表示しますのでご確認ください。

「7」：住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別
控除の控除額の特例を適用している場合

「8」：従前家屋等に係る住宅借入金等特別控除
の適用期間の特例を適用している場合

「9」：再取得住宅と従前家屋等について、住宅
借入金等特別控除の重複適用の特例を
適用している場合
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【差引所得税額の計算方法[41]】

[31]－([32]－[33]－[34]－[35]－[36]－[37]－[38]－[39]－[40])の金額を表示します。

(赤字の場合は０円)
ゼ ロ

【災害減免額の計算方法[42]】

災害により住宅・家財について損害を受け、その損害額(保険金、損害賠償金などで補填される

部分を除く)が、住宅・家財の価額の１／２以上である場合に受けられる税金の減免です。

ν控除を受ける場合は チェックを付けてください。災害減免額を自動計算します。□

※この控除を受ける場合、雑損控除を受けた場合には重ねてこの減免控除を受けることはできません。

又、総所得金額等から所得に係る特別控除額を差し引いた金額が1,000万円以下の場合に計算がかかります。

1,000万円を超えている場合には自動計算しませんのでご注意ください。

所得金額の合計額 災害減免額

500万円以下 [41]全額免除

500万円超～750万円以下 [41]× 1/2

小数点以下切上げ750万円超～1,000万円以下 [41]× 1/4

【再差引所得税額(基準所得税額)[43]】

[41]－[42] の金額を表示します。

【令和６年分特別税額控除(3万円)×人数[44]】

※人数を確認の上、手入力してください。

[44]参考欄に 『扶養の｢その他の区分２(定額減税)｣入力人数＋本人』 の人数を表示します。、

定額減税人数を確認の上、手入力してください。

【再々差引所得税額(基準所得税額)([43]－(44))[45]】

[43]－[44]の金額を表示します。(赤字の場合は０円)
ゼ ロ

【復興特別所得税額[46]】

[45]×2.1％ の金額を表示します。小数点以下切捨て

【所得税及び復興特別所得税の額[47]】

[45]＋[46] の金額を表示します。

【外国税額控除[48～49]】

区分・金額を手入力します。 ※区分は１～３が入ります。必要に応じて入力してください。

【源泉徴収税額[50]】

各サブミット内の源泉徴収税額を集計します。

【申告納税額[51]】

[47]－[48] －[49]－[50] の金額を表示します。※100円未満端数切捨て

[赤字の場合] △ を付けてそのままの金額をプリントします。

※定額減税の適用があり、外国税額控除又は分配時調整外国税相当額控除の適用がある場合は、

計算方法が異なります。金額を確認のうえ、手入力してください。

【第３期分の税額[53] ・[54]】

[51]－[52] の金額を、次により表示します。

[差し引いた金額が黒字の場合]

100円未満の端数を切り捨てた金額(黒字の金額が100円未満の場合は０円) → [53] へ表示

[差し引いた金額が赤字の場合]

そのままの金額 → [54]へ表示
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修正・その他

＜各項目の機能＞

【修正申告[55][56]】

修正申告をする際に使用します。

【公的年金等以外の合計所得金額[57]】

公的年金等の収入金額がある場合に

公的年金等以外の合計所得金額を表示します。

【配偶者の合計所得金額[58]】

配偶者の合計所得金額を転記します。

配偶者特別控除に該当する場合に表示します。

※合計所得金額が1,000万円を超える場合は転記

しません。

【青色申告特別控除額[60]】

営業所得・農業所得・不動産所得の各ｻﾌﾞﾐｯﾄ内

で入力した青色申告特別控除額より転記します。

【雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計額[61]】

各所得の源泉徴収税額のうち、雑所得・一時所得

の源泉のみを転記してきます。

※分離･損失の場合:株式譲渡等･退職所得の源泉含む

【本年分で差し引く繰越損失額[63]】

[12]合計又は[63]のｻﾌﾞﾐｯﾄで入力した「前年から

の繰越損失額」を、本年の合計所得金額を上限と

して計算し、表示します。

([12]合計ｻﾌﾞﾐｯﾄと[63]ｻﾌﾞﾐｯﾄは同じ画面です。)

※分離の場合は画面及び集計等が変わります。

【専従者給与(控除）額の合計額[59]】

枠を押すと左図のｻﾌﾞﾐｯﾄを表示し、専従者

給与を入力することができます。

決算書P.2で入力している専従者給与の内訳金額

を『参考』として表示しています。

※専従者においてはマイナンバーの印刷が必要な

ため基本情報の家族情報で住所を入力してくだ

さい。

弊社システムマイナンバーシステムと連動して

います。専従者の氏名・住所・生年月日が一致

する場合にマイナンバーを印刷します。

個人決算書で入力した専従者給与額を

参考値として表示します。
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第２表

前頁までで解説した、第１表の入力から転記します。
第２表は３枚までとなっています。※控除明細において一部別紙で白紙印刷します。

【別紙が出る項目】

「次葉合計」として別紙の計を

表示します。

項目名 別 紙

⑮ 生命保険料

⑯ 地震保険料

㉖ 雑損控除 ２行以上

㉘ 寄附金控除 ２行以上

別紙
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所得の内訳（源泉徴収税額）

第１表から転記後、行編集をする場合は 「全項目上書」に ﾁｪｯｸを入力します。、 ν□

、 、 。右下の図の様に画面全体が 黄色枠になりますので 行編集(Ｆ６)を選択し 編集してください

※退職所得・株式の譲渡所得・配当(分

離)は[31]分離の各ｻﾌﾞﾐｯﾄにおいて入

力したものを第２表へ転記します。

全項目上書きにした場合は、項目名、金額

の変更も可能となりますが、第１表の収入

金額への転記はありません。源泉徴収税額

は第一表[50]へ転記します。

、 、また 公的年金等以外の合計所得金額[57]

雑所得･一時所得の源泉徴収税額の合計額

[61]への転記もありませんので第１表との

数字の違いにご注意ください。

右側の[57][61][50]手入力優先項目で上書き

した金額は第一表へ転記します。

違いがないか確認
してください。
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【 第１表 → 第２表への転記の注意 】

第１表の各収入金額及び所得金額の入力は同一の所得をまとめて入力できるように、５行用意

しています。第１表で入力した各所得データを第２表へ自動転記しますが、複数の所得で５行

フルに入力してしまうと、第２表の12行を超えてしまう場合があります （12行を超えたデータ。

は第２表に印刷することができません ）。

画面のみ 『注意 第１表収入金額の明細が12行を超えてそこで第２表の合計欄の に図１のように

と注意書きを表示します。この表示が出た場合は、第２表で手直しして頂くか、第１います!』

ν表の各収入金額へ戻り 『 合計で第２表へ転記』にﾁｪｯｸﾏｰｸを付けると、図２の様に所得の種、 □

類ごとに合計で表示します。尚、所得の内訳書より転記した場合は合計で第２表に表示します。

合計で転記を選択すると、
第２表へ合計で転記します。

雑(業務)を合計で転記しました。
『雑(業務)合計』と所得の種類を表示します。

図１

図２
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専従者給与に関する事項

第１表と同じ入力画面です。入力内容についてはP.44を参照してください。

※専従者の個人番号を印刷する場合、家族情報にて氏名・生年月日・住所を必ず確認してください。

昨年のデータを移行する場合も家族情報を確認してください。

項 目 文字・桁数 機能説明
氏名 全角10文字 氏名を入力します。
生年月日 ｻﾌﾞﾐｯﾄ 該当項目を選択します。
続柄 ｻﾌﾞﾐｯﾄ全角6文字 空欄時該当項目を転記。 ※手入力可：上段・下段各3文字
仕事の内容 各全角8文字 仕事の内容を入力します。
専従者給与額 14桁 専従者給与額を入力します。
専従者給与額の 14桁 自動表示
合計

※続柄入力時注意

全角6文字入力できます。全角3文字、上段・下段3文字として印刷します。

間に半角スペースを入力した場合、正しく表示しないことがあります。

特例適用条文等

項 目 文字・桁数 機能説明

特例適用条文等 各全角33×２列× １行１頁ずつ 上下へ印刷します。

３行 文字入力が破線までの場合、普通文字で印刷します。

左右合わせて
１行で印刷し
ます。
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第２表 所得の控除

23:第２表：所得の控除の確認画面です。

第２表の確認画面ですが訂正が可能です。こちらで訂正した場合、第１表のデータも

同時に変わります。
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第２表 住民税に関する事項

24:第２表：住民税・事業税に関する事項の入力画面です。

住民税・事業税に関する内容を入力してください。

項 目 文字・桁数 機能説明

非上場株式の少額配当等を含む配当所得の金額 (ｻﾌﾞﾐｯﾄ)

Ａ配当所得の金額 13桁 第１表[5]配当所得の金額を転記します。

Ｂ確定申告しない非上場株式 13桁 確定申告しない非上場株式の少額配当を

の少額配当等 入力します。

配当に関する住民税の特例 13桁 自動計算（Ａ＋Ｂ）※Bがあった場合計算

非住居者の特例 13桁 非住居者金額を入力します。

配当割額控除額 13桁 配当割額控除額を入力します。

株式等譲渡所得割額控除額 13桁 株式等譲渡所得割額控除額を入力します。

給与・公的年金等以外の所得 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。
の住民税の徴収方法の選択

寄附金税額控除 各14桁 第１表寄附金のｻﾌﾞﾐｯﾄでも入力可能。

退職所得のある配偶者・扶養 配偶者・扶養の退職所得への印刷にチェックのある

の氏名 3名までを第２表の住民税欄に表示・印刷します。

非課税所得など 番号 2桁 非課税所得などの番号と所得金額を入力し

所得金額 13桁 ます。

損益通算の特例適用前の不動産 13桁 第一表不動産所得入力ｻﾌﾞﾐｯﾄの損益通算

。所得 の特例適用前の所得金額を転記します

不動産所得から差引いた青色特 13桁 第一表不動産所得入力ｻﾌﾞﾐｯﾄの青色特別

別控除額 控除額を転記します。

事業用資産の譲渡損失など 13桁 事業用資産の譲渡損失などの金額を入力し

ます。

前年中の開(廃)業 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。
月日 各2桁 前年中の開(廃)業月日を入力します。

νを付けます。他都道府県の事務所等 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合に□

配偶者・親族・事業専従者の 氏名 全角10文字 別居の配偶者・親族・事業専従者の氏名

うち別居者の氏名・住所 住所 各全角11文字 住所を入力します。

νを付けます。国外 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合に□

所得税で控除対象配偶者などと 氏名 全角10文字 所得税で控除対象配偶者などとした専従者

した専従者 給与 13桁 の氏名と給与額を入力します。
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損益通算の計算書

完全自動計算となっております。損益通算の確認や損益通算の計算書の印刷にお使いください。

金額を手入力する場合は、□全項目上書にﾁｪｯｸを付けます。

その場合は計算はかかりませんので全ての項目を手入力してください。
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第１表 一部の欄の記入を省略する場合の入力方法

確定申告の手引きに、「年末調整を受けた給与がある方で、第１表の[13]から[24]までのすべて

の金額が年末調整を受けた金額と同じ場合、[13]から[24]を省略して、[25]へ源泉徴収票の「所

得控除の額の合計額」を転記。第２表の各所得控除の該当欄を省略できる」とあります。

上記の場合、第１表は下記のように入力してください。

21: 第１表・[13]から[24]は入力しません。

・[24]基礎控除額を表示しますが、０と上書入力します。
ゼ ロ

・[25]へ源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の金額を上書入力します。

＜画面表示＞

※[13]～[24]の部分省略もできるようになっています。

定額減税の適用がある場合は、記入の省略はできないこととなって

ご注意ください。いますので、
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損益通算について

申告種類が「基本」 及び 「分離」 の場合の譲渡所得において損益通算が行えます。

損益通算は自動的に計算するようになっております。

第１表収入金額内で内容を画面でも確認できます。

例１）総合譲渡所得(短期･長期)の損益通算の場合
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損益通算について

例２）経常所得の赤字と総合譲渡・一時所得の黒字との通算(総合譲渡所得が赤字の場合)

｢事業所得・営業等の所得金額」 △2,000,000円

｢不動産所得の所得金額｣ 1,600,000円

｢総合課税の譲渡所得の短期の差引金額｣ △ 500,000円

｢一時所得の差引金額｣ 3,500,000円

上記の例の様に、経常所得も赤字、総合短期譲渡所得も赤字の場合は、一時所得金額

では２回通算の計算が行われています。

画面で損益通算の過程を確認することができます。

この通算の例の場合手書きでは、一時所得の通算を

３段書きしますが、システムでは通算前の金額と最

終通算結果を表示印刷します。
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分離課税用－第３表の注意点

項 目 文字・桁数 機能説明
収入金額 ｻﾌﾞﾐｯﾄ 各13桁 該当項目を選択します。
所得金額 各13桁

□税金の計算 各13桁 全項目上書きに を付けた場合手入力可能です。ν
その他 各13桁 合計・次葉合計も手入力します。
分離課税の短期・長期譲渡所得に関する事項
区分 各全角4文字
所得の生ずる場所 各全角10文字

□必要経費 各14桁 全項目上書きに を付けた場合手入力可能です。ν
差引金額 各14桁
特別控除額 各14桁
退職に関する事項 ※訂正する場合は退職所得のｻﾌﾞﾐｯﾄに戻って訂正してください。
収入金額 14桁 退職ｻﾌﾞﾐｯﾄより転記します。
退職所得控除額
特例適用条文
法 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。
条 各2桁 条・項・号を入力します。
項・ 号 各1桁

収入金額・所得税額は
各ｻﾌﾞﾐｯﾄで入力します。

各項目を自動計算ではなく手入力する場合
チェックを付けて全ての項目を手入力して
ください。

繰越損失はここ
をクリックして
入力します。

各収入金額のｻﾌﾞﾐｯﾄ内で入
力した内容を表示します。

各項目を手入力する場合チェックを付けて
全ての項目を手入力してください。
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特定口座の源泉徴収及び配当所得(分離分)の源泉徴収
がある場合はここで入力すると第２表へ転記します。
所得の内訳書より転記とした場合は金額訂正ができま
せん。第１表に戻り『所得の内訳書より転記』のﾁｪｯｸ
を外してください。
株式等の譲渡所得の計算書より特定口座の収入金額と
源泉徴収税額を参考表示します。

各サブミット

繰越損失
株式譲渡の計算書から金
額を転記する場合は
ﾁｪｯｸを付けてください。

[161]譲渡の計算書(土地建物)より金額を
転記する場合はﾁｪｯｸを付けてください。

特定損失額はマイナスで入力してください。
特定損失があった場合は所得金額を
マイナス表示します。

[151～152]株式譲渡の計算書から
金額を転記する場合はﾁｪｯｸを付
けてください。

所得の内訳書より転記とした場合は収入金額と源泉徴
収税額は訂正できません。第１表に戻り『所得の内訳
書より転記』のﾁｪｯｸを外してください。

退職所得は一般・短期・特定役員に区分して入力
してください。単体のみ自動計算します。
複数の退職がある場合は自動計算しませんので控
除額、所得金額を手入力してください。
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※基本情報において、分離を選択している場合でも損失申告書を作成できます。

損失・分離とデータを切り替えたことにより一部共通で使用している項目に金額が但し、

。残る場合がありますので、必ず確認していただきますようお願いします

* [12]の金額が合わない時などは、第4表(損失申告書)に上書金額が残っていることが考えられ

ます。第4表(損失申告書)を確認して、金額を削除してください。

繰越損失を差し引いて表示します。

第3表[95]から転記します。
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損失申告書－第４表の注意点

損失申告書は 『21：第１表』→『41:第４表(1)』及び『42:第４表(２)』で入力します。、

第４表(１)

項 目 文字・桁数 機能説明
□１ 損失額又は所得金額 νした場合､手入力可能です｡各項目は､全項目上書き

経常所得 14桁
区分等 ｻﾌﾞﾐｯﾄ 各全角4文字 該当項目を選択します。
所得の生ずる場所 各全角10文字
収入金額 各14桁 Ｃ山林、Ｆ先物取引は手入力項目です。
必要経費 各14桁
差引金額 各14桁 Ｂ長期分離特定損失額は手入力項目です。

特定損失額はﾏｲﾅｽを付して入力してください。
特別控除額 各7桁
損失額又は所得金額 各14桁 Ｃ山林、Ｆ先物取引は手入力項目です。
特例適用条文 各全角10文字 特例適用条文を入力します。
２ 損益の通算
経常所得 各14桁
譲渡(短期・長期) 各14桁

□一時 ｻﾌﾞﾐｯﾄ 各14桁 全項目上書に 。νした場合、手入力可能です
山林 各14桁
退職 ｻﾌﾞﾐｯﾄ 各14桁

損失額又は所得金額

の合計 14桁

第４表２を呼び出すことも
可能です。下記項目を入力する

にはｻﾌﾞﾐｯﾄをｸﾘｯｸし
てください。

損益通算各項目を手入力する場合は
ﾁｪｯｸﾏｰｸを付けて、Ａ～Ｄの項目全
てを手入力してください。

特定損失額はﾏｲﾅｽで入力してください。

各項目を手入力する場合はﾁｪｯｸﾏｰｸを
付けてください。この場合はＡ～Ｆ
の項目全てを手入力してください。
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第４表(１)の各サブミット

繰越損失

所得の内訳書より転記とした場合は金額訂正できません。
第１表に戻り所得の内訳書転記のチェックを外してください。
株式譲渡の計算書の特定口座金額を参考表示します。

退職所得は一般・短期・特定役員に区分して入力して
ください。単体のみ自動計算します。
複数の退職所得がある場合は自動計算しませんので控
除額・所得金額を手入力してください。

株式譲渡の計算明細書から転記する場合は
ﾁｪｯｸﾏｰｸを付けてください。同時にﾁｪｯｸが付きます。
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第４表(２)

青色控除選択者のみｻﾌﾞﾐｯﾄを表示
します。

[Ｂ]本年分損失額を手入力する場
合はﾁｪｯｸﾏｰｸを付けてください。

雑損控除は第１表では入力でき
ません。第４表２で入力してく
ださい。

B様式第１表[31]へ転記します。
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項 目 文字・桁数 機能説明
３ 翌年以後に繰り越す金額
青色申告者の損失の金額 ｻﾌﾞﾐｯﾄ 14桁 該当項目を選択します。手入力優先項目です。

(青色の場合のみ入力できます)
居住用財産に係る通算後譲 14桁 居住用財産に係る通算後譲渡損失の金額を入力し
渡損失の金額 ます。
変動所得の損失額 14桁 変動所得の損失額を入力します。
被災事業用資産の種類など 各全角10文字 被災事業用資産の種類などを入力します。
損害の原因 各全角5文字 損害の原因を入力します。
損害年月日 各2桁 損害年月日を入力します。
損害金額 各14桁 損害金額を入力します。
補填金額 各14桁 補填金額を入力します。
差引金額 自動表示
山林所得に係る被災事業用 手入力優先項目です。
資産の損失額 14桁 (白色の場合のみ入力できます。)
山林以外の所得に係る被災 山林以外の被災事業用資産の損失額を入力しま
事業用資産の損失額 14桁 す。(白色の場合のみ入力できます。)
４ 繰越損失を差し引く計算
前年分までの損失額 各14桁 前年分までの損失額を入力します。

□νした場合、手入力可能です。本年分損失額 各14桁 全項目上書きに
翌年繰越額 自動表示
本年分の株式等に係る譲渡 14桁 本年分の株式等に係る譲渡所得等から差し引く損
所得から差し引く損失額 失額を入力します。
本年分の上場株式等に係る 14桁 本年分の上場株式等に係る配当所得から差し引く
配当所得から差し引く損失 損失額を入力します。
額
本年分の先物取引に係る雑 14桁 本年分の先物取引に係る雑所得等から差し引く損
所得等から差し引く損失額 失額を入力します。
雑損控除、医療費控除及び ｻﾌﾞﾐｯﾄ
寄付金控除の計算で使用す
る所得金額の合計額 手入力優先項目です。
５ 翌年以後に繰り越され ｻﾌﾞﾐﾂﾄ 手入力優先項目です。ｻﾌﾞﾐｯﾄで入力計算した結果
る本年分の雑損失の金額 をＢ様式第１表[26]へ転記します。
６ 翌年以後に繰り越され 14桁 翌年以後に繰り越される株式等に係る譲渡損失の

νした場合、株式等の譲渡所る株式等に係る譲渡損失の 金額を入力します。
得計算書から転記します。金額

７ 翌年以後に繰り越され 14桁 翌年以後に繰り越される先物取引に係る損失の金
る先物取引に係る損失の金 額を入力します。
額
土地建物等の譲渡所得、株 ｻﾌﾞﾐｯﾄ
式等に係る譲渡所得等、分
離課税の上場株式及び先物 手入力優先項目です。
取引に係る雑所得の税額 Ｂ様式第１表の[31]へ転記します。
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第１表[26]へ
転記します。
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第４表２[Ｘ]より
転記します。

損失申告においては、[ケ～サ]、
[11]、[12]は記入しません。

損失申告においては、[13～23][26～28]は記入しない
場合がありますが、弊社システムは計算します。
なお、印刷設定において[13～23][26～28]を印刷する
か否かを選択できます。（次頁参照）

雑損控除は第４表２の[95]の

ｻﾌﾞﾐｯﾄより転記します。

損失の場合は[63]繰越損失欄は
記入しません。
(確定申告の手引き参照)
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● 損失申告書 印刷項目設定について

第１表の入力画面では[13]～[23]・[26]～[28]は常に表示、計算します。

ただし、損失申告書を印刷するときに［印刷項目設定］の指定で[13]～[23]・[26]～[28]

を印刷しないことができます。

拡大表示

第１表 印刷しないにチェックを付けると
下左図のように[13]～[23]・[26]～[28]
は空欄、[24]=[25]=[29]となります。
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分離を選択した場合の損失申告書作成

分離を選択した際には第４表(１)・４表(２)は自動計算及び各表への転記はしません。

□全項目上書きにチェックが付き、手入力可能となります。

ただし､[10]基本情報で分離←→損失とした場合に4(1)･4(2)内部にデータが残る場合があります。

不要な金額は確認して削除してください。

損益の通算内の金額入力は
[25]損益の通算の計算書にて
行ってください。

第４表は手入力してください。
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分離から損失に切り替えた場合は、□全項目上書きにチェックが付いています。

自動計算する場合は□全項目上書きのチェックを外して、各ｻﾌﾞﾐｯﾄ内(緑枠)にて収入金額等を

入力してください。



- 68 -

準確定・準確定修正申告書
基本情報の申告区分で「準確定 ・ 準確修正」を選択した場合に、[11]所得税確定申告書の」「

[61]準確定申告書の付表が入力可能となります。－全15人まで(4頁作成可)

【基本情報登録：申告区分】 [11]所得税確定申告書：[61]選択可

電子申告を行う場合の注意点

申告書の作成は被相続人のユーザコードを使用しますが、電子申告用の「利用者識別番号」は

相続人ではなく、 利用者識別番号を入力してください。代表相続人の

・相続人が１名の場合でも必ず「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

(兼相続人の代表者指定届出書)」の提出が必要です。

・氏名欄には 「被相続人氏名」及び「相続人代表氏名」の入力が必要です。、

(入力例) 被相続人 国税太郎 相続人 国税良子

・住所欄には、被相続人の死亡当時の納税地を入力します。

準確定用 付表

１．申告書を作成した後、[61]準確定申告書の付表を選択します。
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２．相続人登録を選択し、相続人の登録をします 「相続人登録」をクリックします。。

３．下図の相続人登録を表示します。

家族情報に相続人が１人でもいる場合は「家族情報より転記」を実行してください。

転記実行すると、家族情報の「配偶者・扶養親族・専従者」より氏名・生年月日・住所

・続柄を転記します。

４．家族情報の配偶者・扶養親族・専従者より転記します。

不要なデータにカーソルを移動し「6:行編集(F6)」の「2:行抹消」にて削除してください。

※準確定の付表本体には行編集機能がありません※

相続人登録を整えてから、付表の入力を行うようにしてください。

項 目 文字・桁数 機能説明

氏名 家族情報より転記

ﾌﾘｶﾞﾅ 手入力 半角20文字

生年月日 家族情報より転記 14桁

〒 手入力 3桁－4桁

住所 家族情報より転記 漢字20文字×２行

職業 手入力 漢字６文字×２行

続柄 家族情報より転記 上部漢字3文字、下部漢字２文字

※登録後、再度「相続人登録」の「家族情報より転記」を実行すると、すでに登録済の

データを全クリアしてからの再読込みとなります。ご注意ください。
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５．相続人登録の後、各相続人データのデータを入力します。

項 目 文字・桁数 機能説明

死亡した者の住所・氏名等

〒・住所 基本情報より転記 必要に応じて手入力してください。

※基本情報が居所・事務所等の場合は 事務所等の住所を

転記します。

氏名・ﾌﾘｶﾞﾅ 基本情報より転記 必要に応じて手入力してください。

納める税金又は 手入力 14桁

還付税金

代表者の氏名 １人のみ選択 各相続人の番号の下に にﾁｪｯｸを付けます。相続人等の代表者

氏名を転記します。※１人のみ選択可

限定承認の有無 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 該当する場合は を入力。□ ν

※相続人登録を整えてから入力してください。行編集機能はありません。相続人に関する事項

相続等の代表者 ﾁｪｯｸﾎﾞｯｸｽ 代表者チェックをしてください。 複数指定不可□

する しない ◎するが初期値となります。しないとした場合は一緒に申告 ◎ 〇

住所欄に を表示し印刷します。『申告せず』

住所～電話番号 訂正する場合は相続人登録にて行ってください。相続人登録より転記

〇法定 〇指定 ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 該当項目を選択します。

2桁／2桁 手入力 割合を手入力してください。

相続財産の価額 手入力 14桁
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各人の納付税額 手入力 14桁 ※100円未満切捨て

各人の還付金額 手入力 14桁

還付される金融機関

銀行名等 手入力 漢字6文字×２行

ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 銀行等は該当項目を選択してください。〇

支店名等 手入力 漢字6文字×２行

ﾗｼﾞｵﾎﾞﾀﾝ 本店等は該当項目を選択してください。〇

預金の種類 番号選択 １普通～６貯蓄までの場合は該当番号を入力すると

普通預金等文字表示－９その他の場合のみ文字手入力

口座番号 手入力 10桁

手入力 5桁-8桁貯金口座記号番号

郵便局名等 手入力 漢字10文字

【準確定申告書付表の個人番号（マイナンバー）印刷について】

※弊社マイナンバープログラムとの連動はありません※

印刷時に各被相続人の個人番号を入力します。個人番号の保存は行いませんので、印刷のつど

入力を行ってください （電子申告の変換においても同様です ）。 。
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印刷文字の自動調整

確定申告内には各様式・計算書を含め、氏名・住所・税理士名の入力があります。

枠の大きさが統一されていないことと電子申告への転記があることから基本情報登録で一括

管理としました。

枠の大きさが様々なことから、通常文字で印刷できる幅までは通常文字で印刷し、枠からは

み出す場合は自動的に小さくなるようにしました。

【通常文字で表示】

【自動切り替えで小さくなった表示】 ※余白の調整はできません。

各用紙の文字数の切替は以下の通りです。

項目名 最大入力文字数 様式 表名 通常文字ｻｲｽﾞ印刷
氏名 漢字20文字 基本 第１表 漢字18文字まで

第２表 漢字18文字まで
損益通算計算書 漢字14文字まで
控除別紙 漢字15文字まで

分離 第３表 漢字15文字まで
損失 第４表(1) 漢字15文字まで
準確定 付表 漢字20文字まで
計算書 所得の内訳 漢字20文字まで

医療費･ｾﾙﾌ 漢字15文字まで
医療費(続)･ｾﾙﾌ 漢字15文字まで

font20ｻｲｽﾞ住宅１面
株式等 漢字13文字まで
上場株式 漢字15文字まで
譲渡所得 漢字14文字まで
各寄附金 font20ｻｲｽﾞ
総合譲渡 漢字12文字まで
先物取引 font16ｻｲｽﾞ
先物繰越 漢字12文字まで

住所 漢字20文字 基本 第１表 漢字18文字まで
第２表 漢字18文字まで

分離 第３表 漢字18文字まで
損失 第４表(1) 漢字20文字まで
準確定 付表 漢字20文字まで
計算書 所得の内訳 漢字18文字まで

医療費･ｾﾙﾌ 漢字20文字まで
font20ｻｲｽﾞ住宅

株式等 漢字20文字まで
上場株式 漢字20文字まで
譲渡所得(土地) 漢字18文字まで
総合譲渡 漢字12文字まで
先物繰越 漢字20文字まで

税理士名 漢字20文字 基本 第２表 漢字13文字まで
計算書 株式等 漢字18文字まで

漢字18文字まで株式等

譲渡所得(土地) 漢字18文字まで

総合譲渡 漢字14文字まで

第2表所得の内訳等 漢字20文字まで特例適用 漢字33文字 [22]
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ページプリンタ

① 入力初期画面で、2.プリントを選択します。

② 左図画面を表示します。

申告書関連の印刷は200番台・ 計算書は
300番台、電子申告の添付書類が400番台
となっています。

③ 画面下の“表番号”に、出力する表№を指定

表番号・・・ 221］ します。(複数の表の指定も行えます。)［

④ 画面対話に従い、以下の手順で進めます。

データのない表の印刷 1いる 2いらぬ･･[2]

印刷枚数･･････[ 1]枚 印刷枚数と帳票種類を指定します。

1連帳 2単表･･･[ 2]
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⑤ ( ) ( )の指定をします。『印刷する項目』 『印刷しない項目』青字 、 赤字

様式に合わせて選択してください。

控用の印刷の有無もここで指定してください。選択後、5:終了（Ｆ５）を押します。

⑥ Enter で印字開始します。
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ページプリンタのオフセット補正プログラムの操作(印字位置調整)

ページプリンタにて出力作業を行う場合、プリンタにより印字がずれる場合があります。
印字がずれた場合のみ「補正」を行います。（部分的な補正は行えません。）
オフセットにおいては、指定プログラムごとにオフセット補正プログラムがあります。
印字位置の調整が必要な場合はオフセットの指定を１．再調整して印刷を選択してください。

（※確定申告書プログラムの各プリンタに対して設定を行えば、どのユーザでも共通で調整
できます。）

印字がずれたら、以下の手順で作業を行ってください。
調整は１表ずつ指定します。（複数用紙を選択した場合 ｵﾌｾｯﾄ(F4)は表示されません。）

① あらかじめデータを入力しておきます。

② 「２」プリント を選択します。

③ 用紙の種類を選択した後､ ｵﾌｾｯﾄの対話を
表示します。

ｵﾌｾｯﾄ 1.再調整して印刷
2.調整値を使って印刷 ･･･[2]

④ 「１」再調整して印刷を選択します。

⑤ 左図画面を表示します。

例） 1,234,567
上に5mm

右に5mm

調整する用紙名を表示しますので確認し
調整をしてください。

⑥ 各用紙を１枚ずつ印字し、印字のズレ具合例）縦方向
上に5mmズレていた(下に移動) （上下左右に何mm）を確認します
→ ５

数値を下に5mmズレていた(上に移動) ⑦ 設定画面にて、補正値に印字ズレの
→ －５ 入力します。

(左図例を参照ください)
例) 横方向
左に5mmズレていた(右に移動) 設定が完了したら、再度 Ｆ５ で書込みま
→ ５ す。
右に5mmズレていた(左に移動)
→ －５ ⑧ 出力の対話に戻ります。

プリントオフセット補正値を設定してプリントを行っても、用紙のセット位置が給紙装置の
状態等により、印字がズレる場合がありますのでご了承ください。
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税務マイナンバー用データ搬出プログラムについて

税務署提出用紙に個人番号を印刷する為に、税務データをタテムラマイナンバー(オプション

プログラム)で取り込んで個人番号の登録をすることが必要となります。

System-V 税務個人用各申告書データ搬入方法

税務個人用プログラム各申告書 マイナンバー用データの本人及び、確定申告扶養家族情報を搬出し、

として 各人のマイナンバー入力を行います。取り込み後、

● 事前準備
平成28年度以降、各申告書プログラムにおいてマイナンバー欄の番号は、

タテムラマイナンバーに登録されている が完全一致する場合氏名・生年月日・住所

のみ印刷します。

以下の内容をご確認の上、搬入前に各データをあらかじめ整えていただきますようお願い

致します。

◎税務プログラム[1100]ＧＰ申告情報登録・ 330］確定申告書：家族情報［
本人････････････････個人登録の氏名、生年月日、自宅住所

扶養者(確定申告)･･･ 個人登録内の［確定：家族情報］ を搬入します。
扶養親族(住民税欄の退職所得欄印刷含む)

・専従者の氏名、生年月日、住所

扶養親族・専従者の氏名及び住所は略さずに正しく入力してください。

[個人登録：本人の登録]

[ 確定：家族情報 ：扶養親族･専従者の登録]
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● データ搬入操作手順

事前準備で [1100]ＧＰ申告情報登録 [330]確定申告書：家族情報データを整えた平成28年以降の ・

ら、搬出・搬入作業を行います。

【税務データの搬入手順】

①［1100］ＧＰ申告情報登録の個人登録画面にある［ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ用ﾃﾞｰﾀ搬出］ボタンを

押して、データの搬出作業を行います。

↓

② 搬出したデータを、マイナンバープログラムの［税務ﾃﾞｰﾀ搬入］ボタンを押して、
データの搬入作業を行います。

①税務データ搬出作業

1. F9 [1100]GP申告情報登録の

1:入力・訂正を選択

↓
3:個人登録を開きます

2. ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ用ﾃﾞｰﾀ搬出 ボタンを

クリックします。

3. 左図の画面を表示します。

タテムラマイナンバープログラムでは、

入力したマイナンバーを暗号化して
保存します。

データ暗号化のための『暗号キー』を

設定します （半角英数字）。

暗号キー：任意の半角英数字
暗号キー(確認)：暗号キーと同じ

を入力したら、データ搬出しますか？
の欄で １ Enter と押します。

マイナンバーデータ搬出は

ここのデータ年が平成28年以降
の場合のみ作業ができます。
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※搬出データが既に存在する場合は、

左図の対話を表示します。

上書きする場合： はい(Y)

搬出を中止する場合： いいえ(N)

4. 設定した暗号キーが登録されデータ搬出が完了すると、
搬出結果を表示します。

F5 キーを押します。

税務データ搬出は完了です。次に搬入作業を行います。

②税務データ搬入作業

1.『タテムラマイナンバー管理一覧』

の右上にある 税務ﾃﾞｰﾀ搬入 ボタン

から、搬入プログラムを起動します。

2. 搬出した税務データリストを表示します。

搬入するものをクリックして

F7確定 キーを押します。

3. 管理用、又は入力用画面を表示します。

・ ユーザコード』『
・ 搬入時に設定した『暗号キー』

・ 税務』を選択『

指定が終わったら、 F7編集 をクリック

します。
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4. 搬出した税務データを取り込んで
マイナンバーデータが作成される

と、左図のように、ユーザ一覧を

表示します。

ユーザ一覧を表示したら
搬入作業は終了です。

● 既マイナンバーデータへ税務の登録を追加できます

税務の確定申告で扶養者を追加した場合等、再搬入することでマイナンバーデータへ追加登録

ができます。

1.マイナンバープログラム取扱説明書P.16｢1｣～P.17｢税務データ搬入作業の3｣を行います。
※暗号キーは、既データと同一の英数字を指定してください。

暗号キーが一致しない場合、再搬入はできません。

2.マイナンバープログラム取扱説明書P.17｢税務データ搬入作業の3｣で F7編集 をクリック

したあと、既にマイナンバーデータがある場合は下図の画面を表示します。

・再搬入してデータを更新： F7更新

・再搬入せず、編集作業へ： F1ｽｷｯﾌﾟ

・何もせず前の画面へ戻る： F8ｷｬﾝｾﾙ

※不要な搬出データは削除できます。

削除するデータにチェックを付けて、

削除 ボタンをクリックします。
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3. F7 更新 後、既にあるマイナンバーデータと、再搬入する同一コードのデータに、

『氏名・生年月日・住所』で差異がある場合は下図の確認画面を表示しますので、

更新方法を選択してください。

搬入データの登録内容に 以下の画面を表示します。 現在のマイナンバー

書き換えます。 データがそのまま残り

マイナンバーは残ります。 ます。

はい(Y) をクリックすると、現在のマイナンバーデータ

を削除して、搬入データを新たに取り込みます。

マイナンバーは削除となりますので、再入力してください。
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個人番号印刷方法

所得税確定申告書の個人番号印刷をする為の番号登録方法は以下のとおりです。

個人番号登録 P.76～のデータ搬入操作手順のＧＰ申告情報登録でマイナンバー用にデータ
、 、 。搬出をして タテムラマイナンバープログラムへ搬入後 個人番号を登録します

[GP申告情報登録 個人登録画面] [ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ用ﾃﾞｰﾀ搬出]

搬出後、マイナンバープログラムを起動
して[税務データ搬入]し、個人番号を
登録します。

平成28年以降、個人の確定申告書の印刷時
マイナンバーデータで氏名・生年月日・住所
が一致したデータの個人番号を取得して印刷
されます。
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【 個人番号の印刷指定 】

個人番号印刷 平成28年以降データにおいて、マイナンバーデータで氏名・生年月日・住所
が一致したデータの個人番号を取得して印刷されます。

『データ年が28年以降』の個人番号印刷の流れ

2:ﾌﾟﾘﾝﾄを選択

マイナンバーデータの暗号キーを入力

↓

氏名・生年月日・住所が一致する

データを探し、一致データがあった

場合、個人番号が印刷されます
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